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令和４年度 あ さ ぎ り 町 議 会 第 １ ２ 回 会 議 会 議 録 （ 第 2 3号 ）  
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応（不応）招議員

及び出席並びに

欠席議員 

出 席 １３名 

欠 席  １名 

○ 出席 △ 欠席 

× 不 応 招 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

 １ 小 谷 節 雄 ○ ８ 山 口 和 幸 ○ 

 ２ 岩 本 恭 典 ○ ９ 永 井 英 治 ○ 

 ３ 難 波 文 美 ○ １０ 皆 越 てる子 ○ 

 ４ 加賀山 瑞津子 ○ １１ 小見田  和行 ○ 

 ５ 橋 本   誠 ○ １２ 溝 口 峰 男 ○ 

 ６ 小 出 高 明 ○ １３ 森 岡   勉 ○ 

 ７ 豊 永 喜 一 ○ １４ 徳 永 正 道 △ 

議事録署名議員 １０番 皆 越 て る 子   １１番 小 見 田 和 行 

出席した議会書記 事務局長 山 本 祐 二   事務局書記 丸 山 修 一 

地方自治法第１２１ 

条により説明のた 

め出席した者の職 

氏名 

 出席  ○ 

 欠席  × 

  

職 名 氏     名 
出欠等

の 別 
職 名 氏     名 

出欠等

の 別 

町 長 尾 鷹 一 範 ○ 教 育 長 米 良 隆 夫 ○ 

デジタル政策 
審 議 監 中 野 裕 登 ○ 教育課長 山 口 宏 子 ○ 

総務課長 山 内  悟 ○ 
高齢福祉

課 長 
林  敬 一 ○ 

会 計 

管 理 者 
土 肥 克 也 ○ 

健康推進

課 長 
大 藪 哲 夫 ○ 

企画政策

課 長 
荒 川 誠 一 ○ 

農林振興

課 長 
万 江 幸 一 朗 ○ 

財政課長 田 中 伸 明 ○ 
商工観光

課 長 
深 水 昌 彦 ○ 

税務課長 池 上 聖 吾 ○ 建設課長 酒 井 裕 次 ○ 

町民課長 山 口 和 久 ○ 
上下水道

課長補佐 
鬼 塚 拓 夫 ○ 

生活福祉

課 長 
蓑 田 輝 幸 ○ 

農業委員会

事務局長 
髙 田 真 之 ○ 

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 



- 2 - 

議事日程（第２３号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 定例日の会議日程報告 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告及び教育行政報告 

日程第 ５ 議案第６３号 人吉球磨広域行政組合規約の一部変更について 

日程第 ６ 議案第６４号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の 

一部変更について 

日程第 ７ 議案第６５号 あさぎり町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

日程第 ８ 議案第６６号 あさぎり町個人情報保護審査会条例の制定について 

日程第 ９ 議案第６７号 あさぎり町男女共同参画推進条例の制定について 

日程第１０ 議案第６８号 あさぎり町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

日程第１１ 議案第６９号 あさぎり町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例等の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第７０号 あさぎり町保育の必要性の認定に関する条例等の一部を改正する 

条例の制定について 

日程第１３ 議案第７１号 あさぎり町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

日程第１４ 議案第７２号 あさぎり町国営川辺川総合土地改良事業負担金等徴収条例の一部 

を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第７３号 あさぎり町免田相撲場条例を廃止する条例の制定について 

日程第１６ 議案第７４号 町道皆越線災害復旧工事２工区請負変更契約の締結について 

日程第１７ 議案第７５号 令和 4年度あさぎり町一般会計補正予算（第 11号）について 

日程第１８ 議案第７６号 令和 4年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第 4号） 

について 

日程第１９ 議案第７７号 令和 4年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号） 

について 

日程第２０ 議案第７８号 令和 4年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第 4号）につ 

いて 

日程第２１ 議案第７９号 令和 4年度あさぎり町水道事業会計補正予算（第 7号）について 

日程第２２ 議案第８０号 令和 4年度あさぎり町下水道事業会計補正予算（第 5号）について 

日程第２３ 議案第８１号 令和 5年度あさぎり町一般会計予算について（提案理由の説明） 

日程第２４ 議案第８２号 令和 5 年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算について（提案理

由の説明） 

日程第２５ 議案第８３号 令和 5 年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算について（提案

理由の説明） 

日程第２６ 議案第８４号 令和 5 年度あさぎり町介護保険特別会計予算について（提案理由の

説明） 

日程第２７ 議案第８５号 令和 5 年度あさぎり町水道事業会計予算について（提案理由の説明） 

日程第２８ 議案第８６号 令和 5 年度あさぎり町下水道事業会計予算について（提案理由の説
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明） 

日程第２９ 議案第８７号 令和 5 年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算について（提案理

由の説明） 

日程第３０ 議案第８８号 令和 5 年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算について（提案理

由の説明） 

 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 定例日の会議日程報告 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告及び教育行政報告 

日程第 ５ 議案第６３号 人吉球磨広域行政組合規約の一部変更について 

日程第 ６ 議案第６４号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の 

一部変更について 

日程第 ７ 議案第６５号 あさぎり町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

日程第 ８ 議案第６６号 あさぎり町個人情報保護審査会条例の制定について 

日程第 ９ 議案第６７号 あさぎり町男女共同参画推進条例の制定について 

日程第１０ 議案第６８号 あさぎり町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

日程第１１ 議案第６９号 あさぎり町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例等の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第７０号 あさぎり町保育の必要性の認定に関する条例等の一部を改正する 

条例の制定について 

日程第１３ 議案第７１号 あさぎり町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

日程第１４ 議案第７２号 あさぎり町国営川辺川総合土地改良事業負担金等徴収条例の一部 

を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第７３号 あさぎり町免田相撲場条例を廃止する条例の制定について 

日程第１６ 議案第７４号 町道皆越線災害復旧工事２工区請負変更契約の締結について 

日程第１７ 議案第７５号 令和 4年度あさぎり町一般会計補正予算（第 11号）について 

日程第１８ 議案第７６号 令和 4年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算（第 4号） 

について 

日程第１９ 議案第７７号 令和 4年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号） 

について 

日程第２０ 議案第７８号 令和 4年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算（第 4号）につ 

いて 

日程第２１ 議案第７９号 令和 4年度あさぎり町水道事業会計補正予算（第 7号）について 

日程第２２ 議案第８０号 令和 4年度あさぎり町下水道事業会計補正予算（第 5号）について 

日程第２３ 議案第８１号 令和 5年度あさぎり町一般会計予算について（提案理由の説明） 

日程第２４ 議案第８２号 令和 5 年度あさぎり町国民健康保険特別会計予算について（提案理

由の説明） 

日程第２５ 議案第８３号 令和 5 年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予算について（提案

理由の説明） 

日程第２６ 議案第８４号 令和 5 年度あさぎり町介護保険特別会計予算について（提案理由の

説明） 
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日程第２７ 議案第８５号 令和 5 年度あさぎり町水道事業会計予算について（提案理由の説明） 

日程第２８ 議案第８６号 令和 5 年度あさぎり町下水道事業会計予算について（提案理由の説

明） 

日程第２９ 議案第８７号 令和 5 年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算について（提案理

由の説明） 

日程第３０ 議案第８８号 令和 5 年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算について（提案理

由の説明） 

 

 

午前１０時００分 開 会 

 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。着席ください。 

◎副議長（森岡 勉君）  德永議長から欠席届が出ておりますので、地方自治法第１０６条第１項

により、私が議長の職務を行います。よろしくお願い申し上げます。ただいまの出席議員は１３

人です。定足数に達していますので、令和４年度あさぎり町議会第１２回会議を開会します。こ

れから本日の会議を開きます。本日の議事日程は御手元に配付のとおりです。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例日の会議録署名議

員は会議規則第１２４条の規定によって、１０番皆越てる子議員、１１番小見田和行議員を指名

します。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第２、定例日の会議日程報告を行います。本定例日の会議運営につ

いて、議会運営委員会が開催されておりますので、ここで山口議会運営委員長の報告を求めます。

山口議会運営委員長。 

◎議会運営委員長（山口 和幸 君）  皆さん、おはようございます。それでは、令和４年度第１

２回会議３月定例日、議会運営委員長の報告を行います。３月１日水曜日、午後１時３０分より、

議事堂第２研修室におきまして、議会運営委員会を開催しましたので、その内容を報告いたしま

す。本定例日の会議日程については、御手元に配付のとおり、本日より３月１７日の金曜までと

することといたしました。会議に付する事件について、今回は２９案件の提案が予定されており

ますが、全ての議案を本会議において審議することといたします。それでは、会期中の日程につ

いてお知らせいたします。本日は、議案第６３号から第８０号の一部事務組合、条例制定改正廃

止、契約変更及び令和４年度補正予算の提案理由の説明と審議、採決を行い、議案第８１号から

第８８号までの令和５年度一般会計予算及び特別会計予算の提案のみを行います。８日と９日の

２日間、当初予算について詳細説明と審議を行います。８日は税務課を除く、総務建設経済常任

委員会所管課分。９日は厚生文教常任委員会所管課分と税務課分といたします。今回も各課より

説明補助員として課長補佐の出席を認めておりますので、詳細な質疑につきましては、極力この

２日間に済ませていただくようお願いをいたします。また、役場の人事異動内示により新課長及

び新課長補佐予定者も勉強のため参加をいたしますのでよろしくお願いいたします。各課長をは

じめ説明員におかれましては、説明資料の活用なども含めて、簡潔で明瞭な説明や答弁を改めて

お願いをしておきます。なお１０日と１５日、１６日につきましては委員会等の開催のため、ま

た１１日及び１２日は休日のため休会といたします。引き続き、１３日に一般質問を行います。

今回は４名の議員の登壇が予定されておりますので、簡明で建設的な政策論争が展開されますよ
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う、議員各位の御奮闘を期待しております。１４日には、これまで皆様に御心配をかけておりま

した、德永議長から議長職の辞任願が提出されておりますので、この取扱いについての審議に充

てたいと思います。最終日の１７日は、令和５年度当初予算の総括質疑と採決、報告第１７号か

ら１９号及び要望審査報告を行います。また、追加日程や議員発議案件が予定される場合は、審

議のほどをよろしくお願いをいたします。昨年１２月以降に受け付けた陳情書等の取扱いについ

ては、配付した一覧表のとおりであります。最後に、これまで新型コロナウイルス感染症対策の

ため手指消毒、マスクの着用、休憩時間の窓の開閉に御協力をいただきますようお願いしており

ましたが、今回熊本県及びあさぎり町リスクレベルが１になったことを受け、発言時のマスク着

用は、個人の判断に委ねることといたしますので、よろしくお願いいたします。その他、議会運

営については、議会運営の指針の定めのとおりでありますので、議員各位の御協力をお願いいた

します。以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  したがって、本定例日の日程は本日から３月１７日までとします。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第３、諸般の報告を行います。まず、議長の分ですが、今回も、書

面にて報告にかえさせていただきます。本日までに受理した、受理した令和４年１２月定例日以

降の陳情、要望書等については、御手元に配付しました一覧表のとおりです。例月現金出納検査

報告書は事務局に保管してありますので、閲覧していただきたいと思います。なお、１２月定例

日以降の指摘事項の報告は御手元に配付のとおりです。以上で、議長の報告を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、総務建設経済常任委員会の報告を求めます。永井総務建設経済常

任委員会委員長。 

◎総務建設経済常任委員長（永井 英治 君）  おはようございます。総務建設経済常任委員会の

報告をいたします。１月１７日午後１時３０分より、議員控室におきまして、委員会を開催して

おります。所管課より課長と説明員出席のもと、それぞれの課より全部で１０件の所管事務の調

査をしております。主なものを２点報告いたします。総務課よりあさぎり町空き家実態調査及び

空家等対策計画の策定について説明があり、審議しております。説明では、町内の空き家では、

町内の空き家は全部で６７４件。そのうち倒壊または倒壊の恐れがあるものが４６件との説明が

あり、老朽化している危険な空き家の除却を促進するために今年度中にあさぎり町老朽危険空き

家等除却促進事業補助金交付要綱を整備し、老朽空き家等の解体に要する費用の一部を助成し、

住民の生活環境の改善を図るとの説明があっております。委員からの質疑では、国も特定空き家

等の基本方針を示しているので、この件に関しては、協議会を、町も協議会を立ち上げて取り組

むべきではないか、との意見がありましたが、郡内に協議会を設置している町村はない。今後、

商工観光課とも検討をしていきたい、との答弁があっております。次に農林振興課より、施設園

芸燃油高騰対策支援金について説明を受け審議をしております。対象作物は、トマト、花卉、花

卉、花卉これは花ですね、トマト、花卉、苺、キュウリ、果樹であり、その支援金単価と計算方

法等の説明を受けております。委員からは、園芸作物に限定をするのかとの質疑があり、課長か

らは、国、県からの支援がある作目もあるので、現在その動向を見ながら対応している、との答

弁を受けております。次に、議事の終了した後に農林振興課と建設課の案内のもと、皆越地区の

台風１４号被害の山の崩落か所と農業用用水取入れ口の被災か所の視察、また、委員からの要望
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で井口川の堤防の竹薮の繁茂の状況、町道の舗装の傷み具合や、通学路としての改善を望むか所

等を視察しております。続きまして２月２１日午前９時より、議員控室におきまして、委員会を

開催しております。あさぎり町個人情報保護に関する法律施行条例の制定及びあさぎり町個人情

報保護審査会条例の制定について総務課より説明を受け、審議をしております。委員会からは、

審査会の５人の委員の選定について、どのような人が選任されるのかとの質問があり、課長より

開示請求の事案ごとにそれぞれ選任することになる、との答弁があっております。次にあさぎり

町男女共同参画推進条例の制定について、企画政策課より説明があり、委員からは、この中の文

言については、現在の社会情勢からも十分に配慮してほしいとの意見があっております。このほ

か、１８件の所管事務の調査をしましたが、全て、その後の全員協議会と今回の本会議で審議さ

れますので、説明は省略いたします。また、所管事務の調査の後に、委員会に付託されておりま

した４件の要望書について審議をしましたが、４件の要望書を全て今会議中に委員会を開き、委

員会としての結論を出すこととしております。以上、総務建設経済常任委員会の報告といたしま

す。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、厚生文教常任委員会の報告を求めます。豊永厚生文教常任委員会

委員長。 

◎厚生文教常任委員長（豊永 喜一君）  おはようございます。１２月から２月まで４回常任委員

会を開催していますので、主なものを報告いたします。１２月８日午前１０時より、議事堂議員

控室にて開催しました。あさぎり町立小学校の適正規模及び適正配置最終答申について、教育課

より説明があり、質疑では、大規模改修をする将来を見据えたところで、将来の展望、改修だけ

ではなく、利用の仕方を含め、考えていかないと後々の利用価値が少なくなってくるんではない

か。教育部門だけではなく、国の制度を活用しながら、いろんなことを視野に入れての構想を作

ってもらう、もらえばとありました。答弁では、審議会でも、人口が下減少し統合もやむなしと

いう部分もあるが、現在はやはりここを残してほしいという答申になったが、学校がなくなって

も、地域のコミュニティーとして残してほしいという意見が多くあったということです。地域の

コミュニティーを通して活用方法を考えながら、答申を受けて、基本計画、構想を考えていきた

いとのことでした。１２月２０日午前１１時２０分より、議事堂議員控室で開催をしております。

１、町内高齢者施設の現状について。２、国民健康保険税について。３、スマートウェルネスシ

ティＡＩ分析結果の今後の方向性について。４、医療機関等への物価高騰対策支援について。各

課より説明を受け、協議をしております。次に、１月１９日午前１０時より議事堂議員控室にて

開催しております。令和４年度一般会計補正予算第１０号について、生活福祉課、健康推進課よ

り説明があり、出産子育て応援給付金について、対象者１９０人ということだが里帰り出産をさ

れる方の対応は、との質疑がありました。答弁では、里帰り出産の方は、住所のある町村が対応

し、伴走型相談支援については、里帰りしている町村にもお願いできるということになっている

が、支払い等は、当町のほうでする形になっているとのことでした。次に、あさぎり町文化協会

について、教育課より、前回の指摘事項を受け、経緯説明がありました。教育委員会でどこまで

調査ができるのか協議したが、町の補助金交付規則に基づき、文化協会に対し、人件費、委託料

の予算決算の部分については、指導を行ったところ。教育課で調査できるのは、ここまでとの協
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議の上判断をしたということです。令和４年度定期監査時に懸案事項として報告をし、補助金の

交付については、交付先の決算状況についても適切な指導助言をするよう指導を受けたとのこと

です。今後の改善策として教育課からは、補助金等交付規則第２２条の規定に基づき、必要があ

るときは、補助金交付団体への立入り調査を行い、帳簿書類について検査をし、その使途につい

て確認しますとの説明がありました。その後、質疑を行い、文化協会の件については終了しまし

た。次に、２月２０日午後１時３０分より議事堂議員控室で開催し、令和４年度一般会計補正予

算第１１号について、教育課より説明があり、繰越し明許の具体的理由、給食費過誤返還等の質

疑がありました。あさぎり町免田相撲場条例を廃止する条例の制定については、利用状況、倉庫

設置の手続、廃止後の計画等の質疑がありました。令和４年度一般会計補正予算第１１号につい

て、町民課よりマイナンバーカード申請が増加しており、１月末の申請率が６８.５％、２月１９

日現在で６２．５％の交付率であると説明がありました。同じく令和４年度一般会計補正予算第

１１号について、生活福祉課よりヘルシーランド指定管理料を基本協定第３６条による物価変動

１０％増減によるところの電気料２４４万円の増額計上の説明がありました。最後に継続審査と

なっていました、ウイグル等の人権問題に対し、国に調査を求める意見書採択のお願いの審査に

つきましては、３月定例会中に委員会を開催し、協議する予定です。以上、報告を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、人吉球磨広域行政組合議員の報告を求めます。人吉球磨広域行政

組合議員、皆越議員。 

○人吉球磨広域行政組合議員（皆越 てる子さん）  おはようございます。それでは、初めに令和

４年第４回人吉球磨広域行政組合議会定例会の報告をさせていただきます。令和４年第４回人吉

球磨広域行政組合議会定例会が令和４年１２月２３日午前１０時から開催されました。議案第１

７号熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更についてですが、執行部の補足説明を受けた後、

質疑、採決を行い、原案のとおり可決されました。委員会の閉会中の継続調査についてでは、議

会運営委員長の申出のとおり決定され、定例会を閉会いたしました。閉会後に全員協議会が開か

れ、本組合の議員提出についての協議がありました。以上、令和４年第４回人吉球磨広域行政組

合議会定例会の会議結果について報告といたします。続きまして、令和５年第１回人吉球磨広域

行政組合議会定例会の報告をいたします。令和５年第１回人吉球磨広域行政組合議会定例会１日

目が令和５年２月２４日金曜日ですけども、午前１０時から人吉球磨クリーンプラザ大会議室で

開催されました。会期については２月２４日に開会し、３月２７日を閉会とする３２日間とし、

２月２５日から３月２６日までを休会することに決定しました。行政報告では、理事会代表理事

から令和４年第４回議会定例会以降の定例理事会における主な審議等について報告がありました。

議案第１号では、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について。議案第２号では、人吉球磨広域行政組合個人情報保護法施行条例の制定につ

いて。議案第３号では、人吉球磨広域行政組合の個人情報の保護に関する条例の制定について。

議案第４号では、人吉球磨広域行政組合会計任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について。議案第５号では、熊本県市町村総合事務組合の共同する事務の変

更及び規約の一部変更について。議案第６号では、令和４年度人吉球磨広域行政組合一般会計補

正予算第３号です。議案第７号では、令和４年度人吉球磨広域行政組合一般会計経費の負担金の
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総額の補正について、第１号です。議案第８号では、令和５年度人吉球磨広域行政組合一般会計

予算。議案第９号では、平和５年度人吉球磨広域行政組合一般会計経費の負担金の総額について。

この９件では、一括して理事会代表理事の提案理由の説明を受け、日程第１、議案第１号及び第

７号議案から第４号、日程第１０、議案第７号までの５件については、執行部の補足説明を受け

た後、質疑、採決を行い、原案のとおり可決されました。以上、令和５年第１回人吉球磨広域行

政組合定例会１日目の会議結果についての報告といたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、公立多良木病院企業団議員の報告を求めます。公立多良木企業団

病院、小谷議員。 

○公立多良木病院企業団議員（小谷 節雄君）  おはようございます。それでは、公立多良木病院

企業団議会より御報告をいたします。球磨郡公立多良木病院企業団議会令和５年第１回定例会は

３月３日に金曜日に招集され、会期を１日として開かれ、一般質問が２名の議員から行われ、議

案が１７件上程されました。まず、一般質問としましては、多良木町選出の久保田議員から、コ

ロナ対応の現況と対策について、マイナンバー保険証について、物価高騰の影響について、以上

３点。湯前町選出の遠坂議員から、病院事務の活性化について、それぞれ質疑が行われました。

次に議案が１７件上程されましたが、その内訳は、規約の一部変更１件、定年延長に関する条例

改正等７件、個人情報保護法施行条例に関する条例制定等３件、令和４年度補正予算１件、令和

５年度予算５件であり、審議の結果、全議案いずれも原案どおり可決されました。その議案の中

で、一部、令和５年度予算に関しまして、その概要を報告をいたします。議案第１３号、令和５

年度球磨郡公立多良木病院企業団、病院事業介護老人保健施設事業及び総合健診センター事業会

計予算につきましては、収益について、総額４７億９,１７２万２,０００円。費用は総額４７億

５,９６６万円。損益といたしましては３,２０６万２,０００円の純利益を見込んでの当初予算編

成となっております。病院事業では、令和４年度実績数値を勘案いたしまして、純利益を目標と

して、１日平均入院患者数１５３人。外来患者数４１０人。老健事業では１日平均入所者数８７

人、通所者数４１.５人。検診事業におきましては、年延べ受診者数を２万３,８１４人としてお

ります。資本的収入については、企業債町村負担金、補助金等で総額７億４,７０７万２,０００

円。資本的支出では、設備整備改修工事としての継続費、機械備品購入費など、建設改良費、企

業債償還金、投資等で総額１３億５８６万８,０００円とされたところであります。以上、球磨郡

公立多良木病院企業団議会の報告といたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、上球磨消防組合議員の報告を求めます。上球磨消防組合議員、橋

本議員。 

○上球磨消防組合議員（橋本 誠君）  おはようございます。上球磨消防組合議会の報告をいたし

ます。令和５年２月２８日午前１０時より、第１回、令和５年第１回定例会を開催しております。

会期は２８日、１日に決定しました。行政報告では、人吉下球磨消防署との通信指令業共同運用

について、令和５年度の予算について、中竹組合長より報告がありました。議案第１号、同文議

決。県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数、数の減少及び規約の一部変更。議案第

２号から第４号は同組合個人情報保護法施行条例の制定及び一部改正３件。議案第５号から議案

第１２号は、同組合職員定年制延長の関連整備、一部改正及び廃止、分限の手続及び効果、懲戒
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の手続及び効果、給与、定年、勤務時間、給与等、育児休業等、人事行政の運用等の状況の公表

に関する条例の一部改正７件。再任用に関する条例の廃止１件。議案第１３号は、令和５年度一

般会計予算の歳出、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億９,６００万とする一般会計予算

案で、主なものとして、歳出は、高規格救急自動車の購入、４,９９０万。東分署非常用発電設置

工事、６７０万円です。また、あさぎり町の負担金としては、２億８,３１９万になってます。一

般質問では、多良木町選出の３番宮原議員が、１、消防本部の広域連携について、２、職員の健

康管理について、３、消防機器の管理と点検について、４、交通事故を初めとする各種事故防止

対策の徹底について、を執行部に考えをただしました。１３議案、全議案を原案どおり可決いた

しました。以上、上球磨消防組合議会の報告を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を求めます。熊本

県後期高齢者医療広域連合議員、溝口議員。 

○熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員（溝口 峰男君）  おはようございます。それでは熊本

県後期高齢者医療広域連合議会の報告をいたします。令和５年の２月の６日、熊本県市町村自治

会館において開催されました。議案第１号から議案第１２号及び発議第１号、並びに一般質問が

行われました。議案第１号から第８号までの内容につきましては説明を省略いたします。議案第

９号、令和５年度の後期高齢者医療広域連合一般会計の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億６,４７８万２,０００円、前年度比１,１８３万７,０００円の増であります。増額の理由

につきましては、派遣職員給与等の増が主なものであります。議案第１０号、後期高齢者医療特

別会計歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３,１２６億４５８万５,０００円であります。

前年度と比較し、１４１億３,６７７万円の増であります。前年度対比４．７４％の増になります。

歳入増の理由につきましては、被保険者数が９,５６９人、３.３％増によりまして、保険料等の

負担金及び国庫支出金、県支出の増が主なものになります。歳出につきましては、被保険者数の

増加によりまして、保険給付費及び高額療養諸費、また、健康診査実施件数の増加及び高齢者の

保健事業と介護予防の一体的な実施の取組、市町村の増加によるものが主なものでございます。

議案第１号から議案第１２号、発議第１号、全てが承認、可決、同意され、最後に一般質問が行

われました。以上で、後期高齢者医療広域連合議会報告といたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  これで諸般の報告を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第４、行政報告及び教育行政報告を行います。まず、行政報告を行

います。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議員各位におかれましては、日頃から本町行政の運営等につきまして、

多大なる御指導、御支援を賜り、誠にありがとうございます。本日は朝から鼻水とくしゃみがと

まりませんので、マスクを着用のまま説明をさせていただくことをお許しいただきたいと思いま

す。それでは、令和４年１２月から令和５年２月までの行政報告について、主なものを述べさせ

ていただきます。１ページ目、上から４段目からです。１２月５日、民生委員児童委員、感謝状

伝達及び贈呈式及び民生委員児童委員、委嘱状伝達式を開催しました。令和４年１２月１日の一

斉改正に伴い、退任、退職者への感謝状の伝達及び贈呈、再任を含め、新しく就任、委嘱状への

委嘱状を伝達しました。次の段です。同じく１２月５日、医療と連携した地域における運動スポ
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ーツ習慣化促進事業実行委員会を開催しました。町内医療関係者、スポーツ関係団体、関係大学、

委託事業者と庁内関係４課の、で構成する実行委員会において、健幸運動教室の実施状況と１１

月７日に実施した妊産婦運動教室についての報告や意見交換を行いました。最後の段です。１２

月２０日、第４回あさぎり町救護施設あり方検討委員会を開催しました。検討委員会時に出た質

疑応答の回答と報告書の内容検討の協議が行われました。次のページ、最上段です。同じく１２

月２０日あさぎり町総合農政協議会を開催しました。農業振興の主力事業や水田活用直接支払い

交付金について説明を行い、また今後の集落営農生産組合の在り方についての協議も行いました。

次の段です。１２月２８日、消防団による年末特別警戒出発式を開催しました。本年度も新型コ

ロナウイルス感染症対策として、各詰所への訪問並びに各部での詰所の詰所への宿泊及び飲食は

行わず、巡回時間を決めて、各世帯へ火の取扱い注意の啓発、巡回を３日間実施しました。次の

段です。１月８日、令和５年あさぎり町消防団出初め式を開催しました。新型コロナウイルス感

染対策として、来賓は議長のみ。消防功労表彰及び通常点検を実施しました。また幼年消防クラ

ブや少年消防クラブによるアトラクションと放水競技は中止しました。一つ飛びまして、１月１

８日、第５回男女共同参画推進懇話会を開催しました。あさぎり町男女共同参画推進条例（案）

の内容について協議し、今後の取組について、令和５年度事業計画や予算の説明及び意見交換を

行いました。最後の段です。１月２５日、熊本県豪雨対応訓練を行いました。令和５年の出水期

までに豪雨時の対応手順を確認し、情報共有の連動を高めるとともに県、警察、消防、自衛隊、

人吉医療センターと町との初動対応能力を向上させました。次の段、最上段です。１月２６日、

あさぎり町役場第２庁舎建設工事安全祈願祭が行われました。当日は、建設工事に携わる方々及

び来賓の方々が参列し、工事期間中の安全を祈願しました。次の段です。２月１日、第三次総合

計画基本構想策定に関する第１回町民ワークショップを開催しました。第三次総合計画基本構想

の素案作成に向けて、町民の意見を集約するために開催しました。町の現状確認、町及び各分野

のキーワードを抽出しました。一つ飛びまして、２月６日、補助金等審議会を開催しました。令

和５年度当初予算に関わる２２の各種団体の補助金等について諮問し、慎重審議の上で全て適当

との答申がなされました。最後の段です。２月１４日、健幸運動教室フォローアップ教室括弧実

証実験を開始しました。健幸運動教室の卒業生及び途中退会者を対象に毎週１回の講師の指導が

受けられる有料のフォローアップ教室を開催し、２４人が参加されました。町からの説明の後、

健幸運動教室で学んだ内容や講師独自の内容で運動指導を行いました。次のページ最上段です。

２月１４日から２０日にかけて、高校生短期アルバイト事業を実施しました。町内の進路が決ま

った高校生３年生を対象に短期間で人手が必要となる葉たばこ苗の仮植作業に対応するため、短

期アルバイト事業として実施したものです。高校生農家との窓口紹介は商工観光課が行い、マッ

チングや関係団体との連携調整はあさぎり商社プロジェクトマネージャーが実施しました。５人

の高校生が４戸の農家でアルバイトを行いました。一つ飛びまして、２月１５日、第三次総合計

画基本構想策定に関する、第２回町民ワークショップを開催しました。第三次総合計画基本構想

の素案作成に向けて、町民の意見を集約するため開催しました。第１回で抽出したキーワードを

軸に町及び各分野の１０年後のある、ありたい姿。町と町民の役割分担について協議を行いまし

た。次の段です。同じく２月１５日あさぎり町第４回医療連携会議を開催しました。町内及び公
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立多良木病院の医療関係者との令和５年２月以降の新型コロナウイルス接種体制について情報を

共有し、協議を行いました。一つ飛びまして、２月１６日、第１回入札監視委員会を開催しまし

た。令和３年度下半期の契約案件の入札及び契約手続の運用状況などの議題について説明、質疑

応答を行いました。最後の段になります。同じく２月１６日、あさぎり町救護施設あり方検討委

員会の報告書の提出がなされました。これまでのあさぎり町救護施設あり方検討委員会でまとめ

上げた報告書を委員長、副委員長より直接提出されました。次のページ最上段です。２月１７日、

あさぎり町国民健康保険運営協議会を開催しました。令和４年度国民健康保険特別会計補正予算、

あさぎり町国民健康保険条例及び税条例の一部改正、令和５年度事業計画及び令和５年度当初予

算について諮問し、答申を受けました。次の段です。人吉球磨ひな祭りの開催とあわせてあさぎ

り町ひなまつりをポッポー館で開催しました。２月１９日にあさぎり町のひなまつりのオープニ

ングセレモニーを行い、実行委員会、町内保育園、各種団体などによる手作りひな人形やひな飾

りの展示を行いました。次の段です。２月２０日、部長以上の消防団幹部会を開催しました。新

年度からの本部体制及び今後の行事計画について説明、質疑応答を行いました。次の段です。２

月２１日、第６回区長会を開催しました。選挙管理委員会からのお知らせなど４件の議題につい

て説明、質疑応答を行いました。最後の段です。２月２６日、令和４年度植樹祭を開催しました。

町民の緑化意識の向上、自然と触れ合う機会を増やすとともに、清願寺ダムの景観の向上を図り

ました。以下、入札関係の資料を別紙に添付しておりますので後で御覧いただきたいと思います。

以上行政報告といたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、教育行政報告を行います。教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  おはようございます。では、教育行政について報告いたします。主な

ものを報告させていただきます。まず１ページの最上段です。令和４年１２月７日に須恵小学校

で１２月１６日にあさぎり中学校において家庭教育講演会をそれぞれの学校で開催しております。

熊本大学名誉教授、吉田道雄氏。同じく教授の大塚芳生氏を講師に招き、保護者を中心に、家庭

教育に係る今日的課題について研修を深め、資質の向上を図り、もって児童生徒の教育の発展及

び本町教育の充実、振興に資するため講演会を開催しております。一つあけまして、３段目です。

令和４年１２月１８日に第７０回球磨一周市町村対抗熊日駅伝大会が水上村岩野小学校スタート

ゴールとして、１０町村１９チームの参加により開催されました。あさぎり町からは、３チーム

が出場し、Ａチームが５位、Ｂチームが１３位、Ｃチームが１５位と健闘しております。令和４

年１２月２７日、令和５年１月３１日、令和５年２月２８日にあさぎり町事故等調査委員会を生

涯学習センターで開催しております。町立小・中学校で発生したいじめ、事故等に関する調査の

透明性及び公平性を担保するとともに、町教育の信頼性の維持向上を図るため、委員会を設置し、

事案協議について報告等を行っております。２ページでございます。最上段です。令和５年１月

４日に、令和５年あさぎり町２０歳の成人式を、免田地区体育館で開催しております。民法の改

正により、成年年齢が１８歳に引下げられましたけれども、これまでどおり、年度中に２０歳に

なる１８４名を対象に２０歳の成人式を開催し、１４８名が参加しております。実行委員による

司会進行のもと、記念品贈呈、交通安全宣言、意見発表等を行い、最後に謝辞が述べられました。

その下です。令和５年１月２９日に第４０回熊日郡市対抗女子駅伝大会がビプレス熊日開館前を
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スタートゴールとする７区間で開催されております。球磨郡代表として本町から監督１名、選手

３名が選出され、結果は１１位となり、敢闘賞を受賞しております。一つあけまして４段目です。

令和５年２月８日に、ジュニアスポーツクラブ指導者研修会を生涯学習センターで行っておりま

す。町内のジュニアスポーツクラブの指導者を対象として熊本県サッカー協会の宮本氏を講師に

招き、体罰や暴力行為などをテーマに指導力向上と課題解決を目的に開催をいたしました。参加

者は１５人でございました。その下です。令和５年２月１１日に、令和４年度子ども体験活動ア

クティブスクールを阿蘇ミルク牧場で行っております。他校区、異世代間との交流を深め、集団

での体験活動を通して学校以外での友達の輪を広げ、心身ともに健やかな子どもたちの育成を目

的に、町内の小学５、６年生と青年団を対象として、阿蘇ミルク牧場で開催をいたしました。参

加者は小学生１４人、青年団６人でございました。その下です。令和５年２月１２日に第４９回

郡市対抗熊日駅伝大会が天草市役所前をスタートし、熊本市ビプレス熊日開館前をゴールとする

１４区間で開催されました。球磨郡代表として、本町からはマネージャー１名、選手５名が選出

され、結果は８位という結果でございました。以上で報告を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  会議の途中ですがここで１０分間休憩いたします。 

                       

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１０時５８分 

                      

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第５、議案第６３号人吉球磨広域行政組合規約の一部を変更につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６３号人吉球磨広域行政組合規約の一部改正について提案いたし

ます。提案理由を申し上げます。一部事務組合の規約を変更しようとするときは、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決を経る必要があるため提出するものです。詳細につきましては

担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい、議案第６３号につきまして御説明申し上げます。２ページの規

約変更理由書をお願いします。人吉球磨広域行政組合議会の協議により、令和５年４月１日から

同議会議員数並びに構成市町村から選出される議員数を変更するものでございます。今回の規約

の変更につきましては、構成町村で同文議決を行うものでございます。３ページをお願いいたし

ます。新旧対照表でございます。第５条で組合の議会の議員の定数を３０人から２３人とし、構

成市町村から選出される議員の数を人吉５人、錦町２人、多良木町２人、あさぎり町２人に改正

し、第８条第３項の括弧のただし書を削除するものでございます。１ページをお願いします。附

則でございます。施行期日、この規約は令和５年４月１日から施行する。議員の数に関する経過

措置、この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者の数が改正後の第５条に規定する定数を

超えているときは、同条の規定にかかわらず、当該議員の任期中に限り、当該数をもって定数と

するものでございます。以上で説明を終わります。 
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◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第６３号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

議案第６３号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第６、議案第６４号熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び規約の一部変更についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６４号熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び

規約の一部変更について提案いたします。提案理由を申し上げます。一部事務組合の共同する事

務を変更し、規約を変更しようとするときは、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決

を経る必要があるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。

どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  議案第６４号につきまして御説明申し上げます。２ページの規約変更

理由書をお願いします。熊本県市町村総合事務組合規約第３条第１０号に規定します交通災害事

務から令和５年６月３０日をもって、玉名市が脱退するものでございます。次の３ページをお願

いいたします。新旧対照表でございますが別表第２、第３条第１０号に関する事務におきまして、

玉名市を削除するものです。１ページをお願いいたします。附則です。施行期日は令和５年７月

１日からとするものでございます。経過措置でございますが別表第２の規定は、この規約の施行

の日以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処

理について適用し、施行日以前に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金

に関する事務の共同処理については、なお従前の例によるものでございます。以上で説明を終わ

ります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第６４号を採決し

ます。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

議案第６４号は、原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第７、議案第６５号あさぎり町個人情報の保護に関する法律施行条

例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６５号あさぎり町個人情報の保護に関する法律施行、施行条例の

制定について提案いたします。提案理由を申し上げます。デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律について、改正後の個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な

事項を定めるため、本条例を制定する必要がある。よって地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、議会の議決を求めるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より説明申

し上げます。どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 
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●総務課長（山内 悟君）  それでは、議案第６５号につきまして説明申し上げます。２ページを

お願いします。第１条では、この条例の趣旨、第２条は定義。また、第２項では実施期間を定め

ております。第３条では開示決定等の期限として開示決定は、開示請求があった日から１５日以

内にしなければならないとしております。第２項では事務処理上の困難などがあるときは、延長

できる期間を３０日以内に限り、延長することができるとしております。第４条では開示決定等

の期限の特例を定めております。第５条では手数料等について定めております。手数料は無料で

ございますが写しの交付を行う場合には、写しの作成等にかかる費用を負担するとしています。

第６条では審査会への諮問として個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づ

く意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、あさぎり町個人情報保護審査会条例規定に

規定する、個人情報保護審査会に諮問することができるとしております。３ページをお願いしま

す。第７条では規則への委任を定めております。附則としまして施行期日は令和５年４月１日か

ら施行するとしております。また、あさぎり町個人情報保護条例は廃止し、経過措置としまして

旧条例の適用につきまして以下のとおり、従前の例によるとしております。次の４ページから１

５ページまでは、廃止しますあさぎり町個人情報保護条例を掲載しております。以上で説明を終

わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案

第６５号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数

です。したがって、議案第６５号は、原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第８、議案第６６号あさぎり町個人情報保護審査会条例の制定につ

いてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６６号あさぎり町個人情報保護審査会条例の制定について提案い

たします。提案理由を申し上げます。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する

法律による改正後の個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めるため、本条

例を制定する必要がある。よって地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を

求めるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議

の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  それでは、議案第６６号につきまして御説明申し上げます。２ページ

をお願いします。第１条でこの条例の趣旨、それから、第２条で定義、また、第２項では実施期

間を定めております。第３条では、設置に関して定めており、この審査会は規定により諮問に応

じ、調査、審議することとしております。第４条では、組織等について定めております。審査会

の委員は５人以内をもって組織するとしております。第５条では、審査会の会長について。次の

第６条では審査会の調査権限。第７条では委員による調査手続について定めております。次の３

ページをお願いいたします。第８条では行政不服審査法の準用それから、第９条では規則への委

任、第１０条で罰則について定めております。附則としましてこの条例は令和５年４月１日から
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施行するとしております。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから、議案第６６号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。起立多数です。したがって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第９、議案第６７号あさぎり町男女共同参画推進条例の制定につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６７号あさぎり町男女共同参画推進条例の制定について提案いた

します。提案理由を申し上げます。男女共同参画社会の実現に向け、基本理念を定め、町の施策

の基本的事項を定めることにより、性別にかかわりなく個性と能力が尊重される男女共同参画の

まちづくりを推進するため、本条例を制定する必要があります。よって、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により、議会の議決を求めるため提出するものです。詳細につきましては担当

課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  それでは、議案第６７号につきまして御説明いたします。２ペ

ージをお願いいたします。前文です。これまで本町では、あさぎり町男女共同参画推進基本計画

の策定をはじめ、多くの町民団体等が一体となって啓発活動を初め、男女共同参画の推進に向け

取組を進めてきました。しかしながら、性別により固定的な役割分担意識や無意識の思い込みに

基づく社会制度の慣行が根強く残っているなど、解消しなければならない課題が多く残されてい

ます。また、人口減少社会の到来や社会経済情勢が大きく変化する中、持続可能なまちづくりに

は、男女共同参画社会を実現させることが重要です。このため、町、町民、事業者及び関係機関

等が協働し、全ての人があさぎり町に住み続けたいと思えるような、多様性に富んだ豊かで活力

あふれる地域社会を形成することを決意し、この条例を制定するものです。第１条では、基本理

念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、男女共同参画社会の形成を総合かつ計画的

に推進することを目的に掲げております。第２条では、この条文の中にあります六つの用語につ

いて定義しております。３ページをお願いします。中ほど、第３条には、男女共同参画社会を形

成するため六つの基本理念を掲げております。４ページをお願いいたします。第４条では、町は、

基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定実施し、関係団

体と連携しながら、町民、事業者と協働し、取り組む責務を定めております。第５条では、町民

の皆様は、基本理念に対する理解を深めてもらい、社会のあらゆる分野で積極的に男女共同参画

の推進に取り組んでいただく責務を定めております。第６条では、業者の皆様も基本理念に対す

る理解を深めていただき、事業活動において積極的に男女共同参画の推進に取り組んでいただく

責務を定めております。第７条は、全ての人に対し、家庭、職場、学校、地域、その他あらゆる

分野において、性別による差別的な扱いハラスメントなどの禁止的な扱いを示しております。第

８条は、４ページから５ページにかけまして、男女共同参画の推進に関する基本的な計画の策定
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に当たっては、町民の意見を反映させるため措置を講じ、男女共同参画審議会の意見を聞き、推

進計画を策定したときは、遅滞なく公表することを定めております。第９条では、町民、事業者

に対し、理解を含めていただくための普及広報活動、基本理念に関する町民の理解を深めるため

の教育及び学習の充実について定めております。第１０条では、多様な立場の視点を取り入れた

防災体制の構築について定めております。第１１条は、あらゆる社会活動の中で男女格差が生じ

た場面において、関係者と協力し、積極的に改善を努め、町民に対し、改善措置を講じるための

情報提供、支援について定めております。第１２条では、男女共同参画の推進に必要な情報の収

集、調査研究について定めております。第１３条では、町民、事業者が行う推進活動に対し、情

報提供、支援について定めております。６ページをお願いいたします。第１４条は、町民、事業

者からの相談に対し、関係機関などと連携し適切な措置を講ずる務めを定めております。第１５

条は、公衆に表示する情報においての表現の配慮について定めております。第１６条では、あさ

ぎり町男女共同参画審議会設置について。第１７条、委任では、この条例に定めるもののほか、

この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定めるとしております。附則になります。施行期

間、この条例は、令和５年４月１日から施行する。経過措置、この条例の施行の日までに、既に

策定された基本的な計画は、第８条の規定に基づき策定されたものとみなす。以上で説明を終わ

ります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  ３番です。今回の推進条例の制定について質問いたします。こ

れは男女共同参画の推進のためということで、承知はしておりますし、私自身も、１９８６年で

すね、男女雇用機会均等法の制定された年に就職をし、女性の営業マンとして仕事をしておりま

したので、男女のですね、性差別のない、その社会というものは、必ず実現をしていくものであ

りますし、もう実際されてると私自身は思っておりますが、最近はですね、ＬＧＢＴの問題と絡

めて、この男女共同参画の推進についていろんな問題が問題点を提起されてるわけですけれども、

この町の条例に関しては、ＬＧＢＴの問題はどのように、あわせて考えられているのでしょうか。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。ただいまの議員の御質問でございます。当初ですねパブ

リックコメントにつきましては、性的性自認、性的指向、の取扱いについてもうたっておりまし

たが、町へのですね、意見といいますか、それにおきまして、まだ、国のほうでもですね議論が

なされておる段階でありまして、その辺りを明記するのはですね、よろしくないんではなかろう

かという御意見をいただきました。今回ですねその部分につきましては、外させていただいたと

ころでございます。今後はですね国の状況を見ながら、条例の改正を行っていければというふう

に考えているところではございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  ３番、難波議員。 

○議員（３番 難波 文美さん）  内閣府のホームページにも出ておりまして、パブコメをですね

募集されている段階ではございますが、今回その町の条例の最後の委任のところ、第１７条でで

すね。この条例に定めるもののほか、条例に、条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める
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という文言がございました。今政策課長、企画政策課長の答弁では、国の方針と合わせてと、今

後ですね、改正を検討していくということではありますけれども、このＬＧＢＴとこのジェンダ

ーの問題というのは絶対切り離せないような形で、世論というのがあると思うんですね。しかし、

日本におきましては、海外と違いますので、このＬＧＢＴに関してですね、極端に表明をするよ

うな必要はないと私は個人的に思っておりますので、今後条例を改正される際にもですね、慎重

にとり行っていただきたいと思いますし、国の方針がですね、もし、そのように国際的なものに

非常に系統するようなものであればですね、地方としても、従順に従うだけではなくて、きちん

としたですね町民の意見などもしっかり取り入れて、改善には進んでいただきたいということを

申し添えておきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい、ありがとうございました。その辺りも踏まえまして町民

の意見、またですね、国の動向を見ながらですね、適正な条例になるようにですね、改正に努め

ていきたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかにございませんか。１番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい。今の質疑に若干関連いたしますが、先ほどの課長の御答弁

にありましたとおり、当初の素案、去年の秋口ですか。私どもに説明いただいた素案、元の案。

そしてパブリックコメントにかけかけられたというか、その中で今お話ありましたとおり、ＬＧ

ＢＴとか性自認の単語が出てきておりました。そこでお尋ねしたいのは、私は、最終的に今日提

案いただいた案がどうこう言うつもりは全くございません。ただ前回素案でパブリックコメント

まで出された素案ということは、その時点では少なくとも町のお考えが、その案でということで

提案をされていたものというふうに思っております。そしてＬＧＢＴ性自認等につきましては、

先ほどからお話があってるとおり十分ですね、想定される課題というか、意見が分かれてる状況

だったんですね。その中でパブリックコメントまで出されたということは、町の姿勢というかこ

の条例に関してはそれなりのものが出されたというふうに私は理解しておりました。その中で、

私がこれまで説明を受けた中で理解してるのは、パブリックコメントに対する正式な意見ではな

かったと思うんですよね。メール上の差出人もはっきりしない。もしかすると、どっか遠くの自

治体というか、よそのですね。要するに町内からの住民の意見、御意見でないかもしれない。そ

れがすいません１件か２件か、ちょっと正確に分かりませんが、あってるようです。ほいでそれ

が出た中で、それまで、懇話会とか、庁内検討会ですか。かなりの時間をされてこられた中で、

そこで、判断の是非はともかくとしてですね。素案そのものが変わってきたというその経緯がで

すね、私はどうもこの件に関しては、ちょっと不安を覚えます。不安というのは、この件に限ら

ずですね。十分にその議論になることが想定できるのに、その案を出されて、一つのちょっと、

それはどうかというような、慎重論的な御意見があったときにですね。ひっくり返ってしまう。

そこで判断をされること自体は大事なことなんですが、私がここでお尋ねしたいのはそれまでに

はそういう議論はなかったのかということです。素案を作られるまでにですね。私の認識は十分

それは議論されるべきような案件ではないかと思うんですが、その点についてちょっとお尋ねを

したいと思います。 
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◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、小谷議員が言われます、パブリックコメントを求める前の第７条

がですね、十分検討されたかどうかということは、男女共同参画推進懇話会の議論については、

課長のほうから説明させていただきますが、パブリックコメントではなく一般のメールで、性自

認とかですね、あるいは性的指向、そういう文言は、まだ書くべきではないというメールが来た

ということで報告を受けました。その中でですね、こういうことにする、賛同する意見は多いは

多い、そういう社会環境になってきていると、私はそういうふうに認識してますが、やはり一部

の方々に、こういうことに対して強い拒否反応があると。そういう状況では、まだ条例の中に、

この言葉を掲載しないほうがいいんではないかということを、担当課のほうにアドバイスをさし

てもらいました。それで懇話会のほうで協議の結果、第７条については文言を少しやわらかくし

て、そしてまた今後ですね、この条例、推進条例の中にありますように、第９条で、普及広報活

動及び教育、そういうものをやっていきながら、町民の皆さん方の御理解をいただいた上で、そ

ういうふうな性的指向とか性自認とか、そういう言葉に対しては、平等に皆さんやっていきまし

ょうという言葉に、移行していこうということで、私はそういう指導を担当課のほうにさせてい

ただきました。その中で、先ほど言いましたように、男女共同参画推進懇話会の中で議論をされ

てこのような条例になったと思っております。詳細についてはまた、その経緯については課長の

ほうから説明いたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい、ただいまの件になりますけれども、懇話会におきまして

もですね性自認、もしくは性的指向。このあたりのＬＧＢＴの話も出てきたところではございま

す。パブリックコメントをですね、行う前につきましては、これにつきましては、他の自治体、

近年ではですね余り整備がされておらずですね、ちょっと古い条例等ばかりになっておりました。

それをですね新しいものにしたほうがいいんではなかろうかという御意見もいただきまして、Ｌ

ＧＢＴあたりのですね、ことに関しましても入れたところで、パブリックコメントを実施したと

ころでございます。しかしながら、少数の方の意見ではありますけども、そこのＬＧＢＴについ

てのですね、定義につきましても、国においてまだ明確に示されていないということもございま

して、では、今回の条例につきましては、男女共同参画の推進の条例ということでありまして、

まず制定をすることが必要であろうという懇話会の御意見をいただきまして、そこの部分は修正

させていただきまして、パブリックコメント前の条例案ということで、今回提出をさせていただ

いた経緯でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  今町長と課長から御答弁いただきました私この条例案がですね、

悪いとか言ってるつもりは毛頭ございません。今最後に課長がおっしゃったとおりまず、条例制

定して、前に行こうということで、そのこと自体はよろしいかと思います。よろしいというか私

も賛同いたします。先ほど言いましたとおり素案を出すという案を出すということはそれなりの

意思決定をそれなりにされるわけですよね。そのときにですから、パブリックコメントあるいは

いろんなメール以外でも直接いろんな意見がまた関係者から出てくる可能性もあるんですけど、
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それが想定してですねやっぱそれやっていくためには、今後ですねいろんな条例制定あるいはほ

かのことも含めてパブリックコメント等が今民意を反映するために必要でいろんな場面でやられ

ると思いますので、そこに十分そういうのが出てくる前提でですね、出てくるだろうと想定して

対応しておかないと、ちょっと表現悪いですけど、パブリックコメントとかいろんな御意見で、

町の素案がですよ、しょっちゅう変わる。その受け、意見を受け入れることは大事なんですけど、

何かそういうこともきちんと整理出来てなかったのかみたいな形になるのはですね、好ましくな

いと思うもんですから、今回のことがどうこういうつもりじゃなくてちょっとその部分の確認を

したかったもんですからお尋ねをしたところです。ぜひこの案件につきましてはですね、先ほど

難波議員の質疑でもありましたとおりこれを初めてそれから前にいろいろ進めていくということ

でございますから、その点については何ら否定的に意見を持ってるわけでございませんので、ぜ

ひ今後ともよろしくお願いしときます。パブリックコメントのそういった意見が出てきたときの

在り方についてですね。何かもし今後の何ていうかな、やり方というか、その付近で町としての

基本的な考えがありましたら、お答えをいただければと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい、パブリックコメントを求める前はですね、十分に懇話会の中で審

議されて、これでいこうというふうに決められて出されたと思います。私もそのときにですね、

これちょっと問題があるかもしれないよって言って、修正を求めてたらならば、メールも来てな

かったかもしれませんが。でも皆さんたちが議論されて作られた素案ですので、それを尊重して

出したわけです。そしたらパブリックコメントに対してではなくて一般の方からメールで、返信

が来たときに、私はそれを見て、これだったらちょっとこのまんま運用するんじゃなくて、少し

やわらかい表現にしといたほうがいいんじゃないかということで、今議員が言われたように、パ

ブリックコメントの素案をそう簡単に変えるものではないということは、私も理解をしておりま

すが、今度の場合は、非常にこれは、デリケートな問題でしたので、そういうことでですね、私

のほうから、懇話会のほうにお願いして、少しやわらかい表現に変えてもらったということです。

その辺のところですね、私ももう少ししっかりと、最初のうちに素案を出すときに、指導してお

かなかったという点で、私の指導不足ということもあると思いますが、でも協議されたものはで

すね、やはり皆さんたちの意思を反映してもらいたいということもありましたので、今回のこと

のようになったと思います。今後につきましてはですね、また課長のほうから答弁させたいと思

います。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい、今後ですねパブリックコメントを行う際に当たりまして

は、まず、慎重にですね問題、課題が出るところを想定しまして、制定しながらですね、パブリ

ックコメント等を実施していければと思っております。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わりま

す。これから、議案第６７号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。起立多数です。したがって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。 
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◎副議長（森岡 勉君）  日程第１０、議案第６８号あさぎり町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６８号あさぎり町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について提案いたします。提案理由を申し上げます。国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、

本条例の一部を改正する必要がある。よって、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を求めるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。

どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  池上税務課長。 

●税務課長（池上 聖吾君）  それでは議案第６８号につきまして御説明申し上げます。国民健康

保険法施行令の一部を改正する政令により、国民健康保険税の賦課額に関する基準等について、

所要の規定の整備が行われたため、本条例の一部を改正するものでございます。（議長より、池

上課長、ちょっとマイクに近づいてお願いします。とあり）３ページからの新旧対照表によりま

して説明をさせていただきます。第２条第３項及び第２３条第１項中の２０万円から２２万円へ

の改正は、国民健康保険税を算出する際の後期高齢者支援金等賦課額に係る限度額を２万円引き

上げるものでございます。次のページをお願いいたします。上から５行目、第２３条第１項第２

号の２８万５,０００円から２９万円、２９万円への改正は、軽減基準額の改正で、５割軽減世帯、

１人当たりの加算額を５,０００円増加させるものでございます。次のページをお願いいたします。

上から８行目、第２３条第１項第３号の５２万円から５３万５,０００円への改正は、２割軽減世

帯、１人当たりの加算額を１万５,０００円増加させるものでございます。２ページをお願いいた

します。施行期日は令和５年４月１日から施行するもので、適用区分につきましては記載のとお

りでございます。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認めますこれで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第６８号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。起立多数です。したがって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１１、議案第６９号あさぎり町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の

説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６９号あさぎり町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例の制定について提案いたします。提案理由を申し上げます。

民法等の一部を改正する法律及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令の施行に伴い、本条例の一部を改正する必要がある。よって地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、議会の議決を求めるため提出するものです。詳細につきましては担当課長より

説明申し上げます。どうか審議の上可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、それでは議案第６９号について説明をさせていただきま
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す。この改正では、上位法令の改正に伴いまして、関係する三つの条例について、一部改正を行

うものでございます。７ページをお願いいたします。新旧対照表にて説明をさせていただきます

が、まずは、あさぎり町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についての

一部改正でございます。この条例では、安全計画の策定、自動車運行時の所在確認、懲戒権、衛

生管理に関するものが改正されるもので、第６条第１項の２行目にあります次条第１項の後に、

第７条の３第２項を追加し、第７条の２を安全計画の策定等について。８ページになりますが、

第７条の３を自動車を運行する場合の所在の確認についての記載として追加します。９ページを

お願いいたします。第１０条につきましては、１行目、２行目に続く、設置するときは、の後に、

その行う保育に支障がない場合に限り、を追加し、第１０条後半のただし書き以降が削除となり

ます。第１３条の懲戒に係る権限の乱用禁止につきましては、全文削除となりまして、第１４条

第２項の２行目、必要な措置を講ずるとあるところを、職員に対し、感染症及び中毒、食中毒の

予防及び蔓延の防止のための研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練を定期的に実

施するに置き換えます。５ページをお願いいたします。この条例の附則でございますが、附則１

項にて、施行は令和５年４月１日とし、第１３条の改正規定は公布の日からとなっております。

附則２項では、送迎自動車へのブザー設置の経過措置をうたっております。１０ページをお願い

いたします。次にあさぎり町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定こども子育て

支援施設等の運営に係る条例の一部改正でございますが、現行の懲戒に係る権限の乱用禁止、第

２６条については、これを削除します。５ページをお願いいたします。この条例の附則でござい

ますが、附則１項にて、この条例は公布の日から施行することとなっております。１１ページを

お願いいたします。次に、あさぎり町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正でございますが、現行の条例に安全計画の策定等について、第６条の２を。

自動車を運行する場合の所在確認について、第６条の３を。１２ページになります。業務継続計

画の策定等について、第１２条の２を追加し、衛生管理等の、第１３条第２項の２行目にある必

要な措置を講ずるを、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための研修並びに

感染症の予防及び蔓延防止のための訓練を定期的に実施する、と置き換えます。５ページをお願

いいたします。この条例の附則でございますが、附則１項において施行は令和５年４月１日とし、

附則３項で、安全計画の策定等の経過措置をうたっております。以上、説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第６９号を採決し

ます。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

議案第６９号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１２、議案第７０号あさぎり町保育の必要性の認定に関する条例

等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７０号あさぎり町保育の必要性の認定に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について提案いたします。提案理由を申し上げます。こども家庭庁設置法の施

行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正する必要がある。よっ
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て地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるため提出するものです。

詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい。それでは、議案第７０号について説明をさせていただき

ます。この改正は、こども家庭庁設置法の施行に伴いまして、関係する三つの条例におきまして

整備するものでございます。新旧対照表にて説明をさせていただきます。４ページでございます。

まずはあさぎり町保育の必要性の認定に関する条例についての一部改正でございます。現行の保

育の必要性の基準、第３条の３行目の部分で、法第１９条第１項第２号とあるところを法第１９

条第２号と改めます。５ページをお願いいたします。あさぎり町特定教育保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定こども子育て支援施設等の運営に関する条例でございますが、条例内にあ

ります法第１９条第１項と記載の部分につきまして、法第１９条と改めます。９ページをお願い

いたします。第１５条第１項第３号内の第２５条を第２５条第１項に改め第１５条第１項第４号

内の厚生労働大臣を内閣総理大臣に改めます。１７ページをお願いいたします。次に、あさぎり

町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましては、第２５条現行の

２行目、厚生労働大臣とあるところを内閣総理大臣と改めます。３ページをお願いいたします。

今、説明をいたしました各条例の附則でございますが、各条例とも令和５年４月１日から施行す

ることとなっております。以上、説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議

案第７０号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多

数です。したがって、議案第７０号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１３、議案第７１号あさぎり町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７１号あさぎり町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について提案いたします。提案理由を申し上げます。健康保険法施行令等の一部を改正する政令

により、出産育児一時金の支給額の改正が行われたため、本条例の一部を改正する必要がある。

よって地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるため提出するもので

す。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  大藪健康推進課長。 

●健康推進課長（大藪 哲夫君）  はい。それでは、議案第７１号につきまして説明いたします。

３ページをお願いいたします。新旧対照表です。表左側現行、出産育児一時金、第５条の２行目、

４０万８,０００円を右側、改正後（案）の２行目、４８万８,０００円とするものです。２ペー

ジをお願いいたします。附則です。施行期日、この条例は令和５年４月１日から施行する。経過

措置ですが、この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係るあさぎり町国民健康保険
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条例第５条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。以上で説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第７１号を採決し

ます。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

議案第７１号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  会議の途中でございますけれどもここで休憩いたします。午後は１３時

３０分より再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、日程第１４、議案第７２号あさぎり町国営川辺川総合土地改良事

業負担金等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求

めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７２号あさぎり町国営川辺川総合土地改良事業負担金等徴収条例

の一部を改正する条例の制定について提案いたします。提案理由を申し上げます。土地改良法第

９０条第６項の規定により国営川辺川総合土地改良事業に関わる負担金とあわせて、消費税及び

地方消費税を徴収する必要があるため、本条例の一部を改正する必要がある。よって、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるため提出するものです。詳細につき

ましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可決いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  はい。それでは、議案第７２号について説明を申し上げます。

２ページをお願いいたします。こちらの負担金条例につきましては、国営川辺川総合土地改良事

業に係る農家負担について、令和３年３月議会において、関係６市町村、同文にて可決をいただ

いたところです。この農家負担分の農地造成区画整理に要した経費に係る消費税については、消

費税法に基づき、明記する必要があるとのことから、関係市町村同文にて条例の一部を改正する

ものです。新旧対照表につきましては次のページをお願いいたします。第３条、負担金につきま

して下線の部分を、また、第４条、負担金の徴収方法につきましても、下線の部分をそれぞれ追

加または変更するものとなります。なお、附則につきましてその施行日を公布の日から施行する

こととするものです。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第７２号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、



- 24 - 

議案第７２号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１５、議案第７３号あさぎり町免田相撲場条例を廃止する条例の

制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７３号あさぎり町免田相撲場条例を廃止する条例の制定について

提案いたします。提案理由を申し上げます。免田相撲場は、相撲場としての機能を有していない

ため、本条例を廃止する必要がある。よって地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議

会の議決を求めるため提出するものです。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。

どうか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  それでは、議案第７３号について御説明いたします。議案第７３

号では、あさぎり町免田相撲場条例を廃止するものでございます。３ページが、その廃止する条

例でございます。あさぎり町免田相撲場につきましては、八幡区の公民分館敷地内にありまして、

免田相撲場条例として制定されました昭和５８年に設置されたと思われます。４０年ほど前にな

ります。当初は、相撲大会、八幡神社大祭でのこども相撲や郡体の練習場として利用されており

ましたが、年々利用者が減り、合併後は、相撲場としての利用がございませんでした。現在は相

撲場としての機能を果たしておらず、個別施設計画の免田相撲場は、相撲場としての機能を有し

ていないことから、令和５年度までに、現在施設管理している八幡区に譲渡する方向で進めると

ありますので、これにのっとりまして、本条例を廃止するものです。条例廃止後は、八幡区へ譲

渡を進めたいと考えております。八幡区としては、行事の際や、作業場として利用していきたい

ということです。附則としまして、この条例は公布の日から施行することとするものでございま

す。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第７３号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

議案第７３号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１６、議案第７４号町道皆越線災害復旧工事２工区請負変更契約

の締結についてを議題とします。提案の理由を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７４号町道皆越線災害復旧工事２工区請負変更契約の締結につい

て提案いたします。提案理由を申し上げます。令和３年９月９日の令和３年度あさぎり町議会第

３回会議において議決された町道皆越線災害復旧工事２工区請負契約について、請負変更契約を

締結する必要が生じたので、地方自治法第９６条第１項第５項の規定により、議会の議決を求め

るため提出するものです。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、

可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  酒井建設課長。 

●建設課長（酒井 裕次君）  議案第７４号工事の請負変更契約につきまして説明いたします。１、

工事名、町道皆越線災害復旧工事２工区。２、工事内容、軽量盛土工、簡易吹付法枠工、Ｌ型擁
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壁工。３、工事場所、あさぎり町皆越地内。４、契約金額、変更前、６,５６７万円。変更後、６,

０９０万６,００９円。変更による減額４７６万３,９９１円。５、契約の相手方、あさぎり町上

北１９５番地９、株式会社勇工務店、代表取締役緒方正明。変更の内容としましては、昨年の台

風１４号での災害によりまして、工事か所手前の道路が崩落したことから、現場へのアクセスが

出来なくなり、工事を中断しましたこと。また、事故繰越しの工事でありまして再度の繰越しが

出来ないということで、工事の完成に至りませんので、未完成部分について、減額とするもので

す。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第７４号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

議案第７４号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１７、議案第７５号令和４年度あさぎり町一般会計補正予算第１

１号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７５号令和４年度あさぎり町一般会計補正予算第１１号について

提案いたします。令和４年度あさぎり町一般会計補正予算第１１号は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５億６,２８７万３,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３６億１,５４９万３,０００円とす

るものでございます。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可

決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  田中財政課長。 

●財政課長（田中 伸明君）  はい。それでは議案第７５号につきまして、御説明いたします。ま

ず２ページの続きを読み上げさせていただきます。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。

第２条、繰越し明許費の追加及び変更は、第２表繰越し明許費補正による。第３条、債務負担行

為の追加は、第３表債務負担行為補正による。第４条、地方債の追加及び変更は、第４表、地方

債補正による。７ページをお願いいたします。第２表繰越し明許費補正です。翌年度へ繰越し事

業としまして次ページにかけまして、今回１７事業を計上、計上をしております。８ページをお

願いいたします。２枠目の災害復旧事業につきましては、繰越し総額の変更をお願いするもので

す。内容につきましてはそれぞれ担当課長より御説明いたします。次のページをお願いいたしま

す。第３表、債務負担行為補正です。記載しております五つの事業におきまして、債務負担行為

の設定をお願いするものです。内容につきましては担当課より御説明いたします。次のページを

お願いいたします。第４表地方債補正です。１枠目の公有林整備事業につきましては、本年度借

入れ分として追加するものです。また２枠目の事業につきましては、起債の限度額を変更するも

のです。詳細につきましては、担当課より御説明いたします。次１３ページをお願いいたします。

歳入です。財政課所管分につきまして、御説明いたします。まず２枠目の目１地方交付税ですが、

普通交付税につきましては、今回の補正の財源調整により追加するものです。また、特別交付税
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の減額につきましては、公立多良木病院の自家発電設備更新事業に伴う、町村負担金の減額によ

るものです。次１９ページをお願いいたします。最下段の目１不動産売払い収入は、旧永北住宅

１棟及び旧須恵中学校グラウンド跡地、分譲地１区画の売却に伴う売払い収入分を追加するもの

です。次のページをお願いいたします。２枠目の目１、財政調整基金繰入金は、当初予算におき

まして財源不足により、基金からの繰入金を計上しておりましたが、本年度の収支見込みにより、

取崩しの必要がなくなったことから、全額減額するものです。次の目６、公共施設整備基金繰入

金は、旧深田中学校除却事業費の確定により減額するものです。次の目７、減債基金繰入金は、

公共施設整備事業に充てた地方債の元利償還金のうち、交付税措置分を控除した残り３割分につ

いて計上しておりますが、本年度、償還金利子の確定により追加するものです。次に最下段の目

４雑入の市町村振興協会市町村交付金は、宝くじ収益金の交付決定によるものです。次のページ

をお願いいたします。同じく雑入で説明欄の最後、市町村振興協会宝くじＰＲ補助金は、インタ

ーネットを活用した宝くじ販売のＰＲ事業に対する補助金となります。次２４ページをお願いい

たします。続きまして、歳出でございます。目６財産管理費、節１０需用費の燃料につきまして

は、公用車燃料費の支出見込みにより減額するものです。次のページをお願いいたします。目１

４基金費で、説明欄の三つ目、公共施設整備基金繰入金は、基金利子及び土地建物売払い収入分、

その下の財政調整基金積立金と、二つ下の減債基金積立金は、基金利子分を積み立てるものです。

次４４ページをお願いいたします。公債費の目２利子につきましては、減債基金繰入金の追加に

伴う財源更正でございます。以上で、財政課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  山内総務課長。 

●総務課長（山内 悟君）  はい。それでは総務課所管分の説明を申し上げます。７ページをお願

いします。第２表繰越し明許費補正でございますが、追加番号を１、款２項１のハラスメントに

関する、第三者調査事業でございますが、現時点で３回開催されておりますが、３月末までの年

度内に調査委員会の終了が見込めないことから、繰越しをお願いするものでございます。次に番

号３、款２項１、第２庁舎用木材運搬事業でございますが、農林振興課で実施しております公有

林整備事業につきまして、台風１４号の影響により林道作業道が被災し、年度内の事業の完了が

見込めないことから、関連しまして、第２庁舎用の木材の伐採事業が年度内での完了が見込めな

いということから仕分運搬に関する委託料について繰越しをお願いするものでございます。次に

９ページをお願いします。第３表債務負担行為でございます。追加番号１で議会事務局事務室警

備業務でございますが、令和５年４月１日から実施する必要があり、本年度中に契約等の準備行

為を行うため、債務負担行為の設定をお願いするものでございます。次に１５ページをお願いし

ます。歳入でございます。２枠目の目１、総務費、国庫補助金、節６、防犯対策費補助金の空き

家対策事業補助金は、令和４年度の空き家調査の事業実績の確定により減額補正するものでござ

います。次に１６ページをお願いします。２枠目の最上段、目１、総務費、国庫委託金、節１、

総務管理費委託金の自衛官募集事務委託金は令和４年度の実績額が確定したことにより、減額補

正するものでございます。次に１８ページをお願いします。下から２行目目６、消防費、県補助

金、節１、消防費補助金の球磨川水系防災減災ソフト対策事業補助金は、歳出で説明します事業

の実績見込みによりまして、減額補正するものでございます。次に、１９ページをお願いします。
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１枠目の目１、総務費県委託金、節４選挙費委託金の参議院議員通常選挙費委託金は、昨年７月

の参議院議員選挙の実績によりまして、減額補正するものでございます。次に２１ページをお願

いします。１枠目の目４、節１雑入の説明欄、３行目の雇用保険個人負担金は会計年度任用職員

等の個人負担金の実績により、増額補正するものでございます。次にその下の枠、最上段の目１

総務債、節２総務施設除却事業債、減額２,６１０万円のうち、５５０万円が総務課分としまして、

旧東庁舎解体に伴うアスベスト調査及び解体設計費の実績に伴い、減額補正するものでございま

す。次に、１番下の行目６消防債、節１防災基盤整備事業債は、事業実績見込みにより、減額補

正するものでございます。次に歳出を説明いたします。２３ページをお願いいたします。まず、

今回の歳出補正では、給与費について各科目の支給実績及び見込みにより補正を行っており、そ

の総額は、給与費明細に示すものでございます。このことは特別会計におきましても同様でござ

います。よって各科目及び特別会計での説明は省略させていただきます。後ほど、各所管課にお

きまして説明する報酬や時間外勤務手当、会計年度任用職員の給与費とあわせ、今回補正の総額

の補正後補正前の額は、４５ページからの給与費明細に示すものでございます。それでは１枠目

の目１議会費から説明いたします。目１議会費では、支出確定または見込みによる不用額をそれ

ぞれの科目におきまして、減額補正するものでございます。主に新型コロナウイルス感染対策の

影響によるものが主な原因となります。次に２枠目総務課所管分を説明いたします。目１一般管

理費、節２の特別職給料は副町長不在による減額補正でございます。次に、節８普通旅費から次

の２４ページの各節におきまして、支出確定または見込みによる不用額を減額補正するものでご

ざいます。これにつきましても新型コロナウイルス感染対策の影響によるものが主な要因となり

ます。次に中ほどの目６財産管理費、節１２の設計委託料６２２万６,０００円のうち、総務課分

としまして旧東庁舎解体に係るアスベスト調査及び解体工事実施設計業務委託の入札残としまし

て、５７２万６,０００円を減額補正するものでございます。次に２５ページをお願いいたします。

中ほどの目１２防犯対策費、節１０需用費の電気料は、防犯灯電気料の値上がりにより不足見込

額を増額補正するものでございます。その下節１２空き家実態調査委託料は、入札実績による不

用額を減額するものでございます。次の目１３諸費、節１８の人吉球磨広域行政組合負担金運営

費は、確定額による不用額を減額するものでございます。次に２８ページをお願いいたします。

２枠目の目３参議院議員通常選挙費でですが、節１の報酬から節１３の会場使用料までの各節に

おきまして、実績による不用額を減額するものでございます。その下目１監査委員費、節１報酬

から次の２９ページ、節１８郡町村監査委員連絡協議会負担金まで、支出確定または見込みによ

る不用額をそれぞれの科目において減額補正するものでございます。主に新型コロナウイルス感

染対策の影響によるものが主な要因となります。次に４０ページをお願いします。１番下の枠で

目１消防総務費、節１８の上球磨消防負担組合負担金。その下の消防協会球磨支部負担金は確定

額による不用額を減額補正するものでございます。次の目２非常備消防費、節７報償費から節１

３使用料及び賃借料は、実績により不用額を減額補正するものでございます。その下目３消防施

設費、節１２委託料及び節１４工事請負費は入札残や実績に見込みによる不用額を減額補正する

ものでございます。その下目４防災管理費、節１防災会議委員報酬及び次の４１ページ、節８費

用弁償は実績による不用額を減額補正するものでございます。その下節１０需用費、電気料は、
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告知放送システムの電気料の値上がりにより、不足見込額を増額補正するものでございます。そ

の下節１７備品購入費は避難所用の簡易組立てベッドなどの備品購入の入札残につきまして減額

補正するものでございます。その下節１８負担金補助及び交付金の説明欄の各負担金は入札残に

よる負担金を減額補正するものでございます。次に給与費明細を説明申し上げます４５ページを

お願いします。特別職におきましては長等及びその他の特別職に係る報酬、給料等を減額してお

り、主に副町長不在によるものでございます。補正の総額並びに補正後及び補正前の額は表の各

欄に示すとおりでございます。４６ページをお願いいたします。これは、一般職の会計年度任用

職員以外の職員、次の４７ページ会計年度任用職員におきましても今回の補正予算での給与費の

補正の総額並びに補正後補正前の額は表の各欄に示すとおりでございます。４８ページをお願い

します。今回の給与費の補正の事由は全てその他の増減分に区分するものでございます。以上で

総務課所管分について説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  それでは、企画政策課所管分について説明いたします。８ペー

ジをお願いします。繰越し明許費の追加です。１枠目、番号１７の款１０災害復旧費、項３その

他公共施設公用施設災害復旧費、事業名、その他公共施設公用施設災害復旧事業ですが、令和２

年７月豪雨災害により被災しましたくま川鉄道の災害復旧工事に伴います補助金になります。く

ま川鉄道株式会社が発注されました球磨川第４橋梁の架け替え工事で、単年度での施工が難しい

ことから繰越しをするものです。１０ページをお願いいたします。地方債補正の変更です。２枠

目、番号１０くま川鉄道災害復旧事業です。詳細につきましては、歳入で御説明いたします。１

５ページをお願いいたします。続きまして、歳入です。２枠目、目１総務費国庫補助金、節４地

方創生臨時交付金ですが、生活応援券給付事業ほか６事業分を計上しております。１７ページを

お願いいたします。２枠目、目１総務費県補助金、節１総務管理費補助金は、路線バスの事業実

績に伴い減額するものです。１９ページをお願いいたします。２枠目、目２利子及び配当金、説

明の下から三つ目のふるさと基金利子、その下、まちづくり基金利子、その下、まちひとしごと

創生推進基金利子のいずれも実績見込みにより増額するものです。２０ページをお願いいたしま

す。１枠目、目１指定寄附金、節１指定寄附金ですが、ふるさと納税の見込みにより減額するも

のです。２１ページをお願いいたします。１枠目、目４雑入、説明の１番上、くま川鉄道再生協

議会派遣職員人件費負担金は、実績見込みにより増額分を受け入れるものです。２２ページをお

願いいたします。２枠目の、申し訳ありません。二つ目の欄、目８災害復旧費、節３その他公共

施設公用施設災害復旧事業債ですが、当初予算では国のほうで概算設計された金額で計上してお

りましたが、詳細設計を行ったことで事業費が出ましたので減額するものです。２４ページをお

願いいたします。次に、歳出です。１番下の欄、目７企画振興費、節１報酬及び節８旅費ですが、

まちづくり審議会委員の報酬及び費用弁償ですが、合併２０周年記念事業分を計上しておりまし

たが、開催しませんでしたので、減額するものです。節１８負担金補助及び交付金、説明の地方

バス運行等特別対策補助金は、燃料高騰によります事業費の増加分を補正するものです。その下、

ふるさと会運営助成金は、関東ふるさと会で新型コロナウイルスの影響により事業を実施しなか

ったため申請が行われませんでしたので、減額するものです。２５ページをお願いいたします。
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１番上の欄、説明、球磨川安定化補助金は、事業実績見込みにより減額するものです。その下、

くま川鉄道再生協議会負担金も、実績見込みにより減額するものです。二つ目の欄、目８電子計

算費、節１２委託料、説明の電子機器保守委託料は、単価見直しにより減額するものです。その

下、業務フロー図作成研修委託料は、日本生産性本部と協議を進める中で業務内容の見直しが必

要になったことから減額するものです。節１３使用料及び賃借料、説明のソフトウエア使用料で、

端末記録管理システムなど複数の自治体及び各課との連携に時間を要し、導入が遅れたため減額

するものです。節１７備品購入費につきましては、入札残を減額するものです。目１４基金費、

節２４積立金説明の１番上のふるさと基金積立金は、歳入で説明いたしました寄附額分を減額す

るものです。その下、まちづくり基金積立金、下から三つ目、まちひとしごと創生推進基金積立

金は、基金利子、預金利子分を増額するものです。目１７ふるさと寄附対策費、節７報償費、節

１２委託料のふるさと寄附特産品発送業務委託料、２６ページをお願いいたします。１番上の欄、

説明のふるさと寄附一括代行業務委託料につきましては、実績見込みにより減額するものです。

目１８地方創生費、節１報酬、節７報償費、節８旅費につきましては、まちひとしごと推進会議

の開催に合わせ、必要な費用を残し、減額するものです。目１９地域おこし協力隊費、節１２委

託料、説明の地域おこし協力隊支援委託料は、９月より２名を採用する予定としておりましたが、

採用が遅れたため、実績見込みにより減額するものです。目２０総合戦略費、節８旅費につきま

しては、まちづくりに関する視察など、費用を計上しておりましたが、新型コロナウイルスの関

係で視察研修を見送った関係で減額するものです。２７ページをお願いいたします。目２２デジ

タル推進費、節７報償費は、アドバイザー派遣事業に伴います講師謝金になり、事業実績に伴い

まして減額するものです。節８旅費は、自治体ＤＸ及び地域ＤＸに関する先進地視察を計画して

おりましたが、新型コロナウイルスの関係で受入れ先がなかったため減額するものです。目２２

生活応援給付金給付事業、節１０需用費、節１１役務費、節１２委託料ですが、いずれも事業実

績により減額するものです。４３ページをお願いいたします。１番下の枠、目１その他公共施設

公用施設災害復旧費、節１８負担金補助及び交付金、説明のくま川鉄道安定化補助金は、歳入で

も説明いたしましたが、詳細設計により事業費が出ましたので、減額するものです。以上で、企

画政策課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  会計課長。 

●会計課長（土肥 克也君）  それでは会計課所管分を説明いたします。１９ページをお願いいた

します。少々お待ちください。失礼しました。１９ページをお願いいたします。歳入でございま

す。２枠目、目２利子及び配当金は、基金運用益並びにその配当の額の確定により、説明欄のと

おり、追加補正するものでございます。なお、特別会計の国民健康保険財政調整基金、介護保険

給付費等準備基金につきましても、同様の理由で追加補正しているものでございます。以上で、

会計課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  池上税務課長。 

●税務課長（池上 聖吾君）  それでは税務課所管分の説明をいたします。１３ページをお願いい

たします。歳入になります。１枠目、目１個人、節１現年度分の増額補正になります。１月末現

在での調定額で、当初予算額よりも増収が見込めるため計上したものでございます。ちなみに令
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和４年度当初予算は、令和２年度調定額の９６％を計上しております。説明は以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口町民課長。 

●町民課長（山口 和久君）  はい。それでは、町民課所管分を御説明申し上げます。１４ページ

をお願いいたします。２枠目、目１総務手数料、節２から節５各手数料は、実績見込みにより減

額するものです。同じく２段目目３衛生手数料、節１衛生手数料は、狂犬病予防注射実績見込み

により減額するものです。１５ページをお願いいたします。２枠目、目１総務費国庫補助金、節

１戸籍住民基本台帳費補助金は、個人番号に関する対象事業費実績見込みにより減額するもので

す。次に歳出を御説明し、申し上げます。２８ページをお願いいたします。１枠目、目１戸籍住

民基本台帳費、節８旅費は、会計年度任用職員の通勤手当、実績見込みにより減額するものです。

節１１役務費は、マイナンバーカードを郵送で交付するための不足分を増額するものです。節１

２委託料は、今年度予定分の住基ネットバージョンアップは完了したため減額するものです。３

３ページをお願いいたします。最下段、目３環境保全費、次のページをお願いいたします。節１

０需用費で、コロナウイルス感染症拡大防止により委員会との懇親会を中止したため、減額する

ものです。節１２委託料は、不燃物選別処分運搬及び指定ごみ袋取扱い業務の実績見込みにより

減額するものです。節２２償還金利子及び割引料は、墓地公園区画購入者２名の方から返還届が

ありあさぎり町墓地公園条例施行規則第８条により、使用料２件分の返還金をお願いするもので

す。町民課所管分は以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  生活福祉課所管分の補正予算につきまして、説明をさせていた

だきます。１０ページをお願いいたします。生活福祉課所管分の地方債補正でございますが、変

更の枠２番、３番、４番につきましては、減額補正による限度額補正となっておりますが、歳入

の補正で説明をさせていただきます。１３ページをお願いいたします。歳入です。４枠目、目１

節３児童福祉費負担金、説明の保育所負担金過年度分につきましては、歳入見込額にて減額をす

るものでございます。その下、節４養育医療事業費負担金は、対象児がなかったことによる減額

でございます。１４ページをお願いいたします。３枠目、目１節２障害者福祉費負担金の説明、

障害者医療費負担金と障害者自立支援給付費等負担金は、交付決定、交付申請額による減額とな

っております。１５ページをお願いいたします。１枠目、節４説明の子供のための教育保育給付

交付金は、見込額による減額。その下、障害児給付費等負担金は、交付申請額による減額となっ

ております。その下、子育てのための施設等利用給付交付金は、交付決定額による減額となりま

す。その下、節５児童手当事業費負担金は、交付申請額に合わせた減額となっております。その

下、節６の養育医療事業費負担金は、国の交付決定額による減額となっております。２枠目、２

段目、目２節１説明の地域生活支援事業補助金は、内示額による減額です。節２児童福祉総務費

補助金は、各説明ごとの事業におきまして交付申請額交付決定額にて減額を行っておりますが、

説明の子ども家庭総合支援拠点運営事業費補助金につきましては、事業の補助要件に該当しなか

ったための減額となっております。１６ページをお願いいたします。１枠目、１段目、節３子育

て世帯等臨時特別支援事業費補助金につきましては、実績見込額にて補助金額を減額するもので

ございます。その下、節５低所得子育て生活支援特別給付金につきましても実績見込みにより減
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額するものです。２枠目、２段目、目２節１説明の特別児童扶養手当事務委託金は、変更交付申

請額にて増額補正するものです。１７ページをお願いいたします。１枠目、目２節２障害者福祉

費負担金、説明の障害者医療費負担金は、国の負担金同様、県の負担、負担分を受け入れるもの

ですが、県の交付決定額により減額となります。節４児童福祉総務費負担金につきましても、国

の負担金同様、県の負担金を減額するものでございます。その下、障害児給付費等負担金は、交

付申請額による減額。その下、子育てのための施設等利用給付費県費負担金は、国同様に交付決

定額による減額となります。節５児童手当事業費負担金、その下、節６養育医療事業費負担金も、

国の負担金同様、申請額交付決定額による減額となっております。節７救護施設費負担金の事務

費負担金及び保護費負担金につきましては、当初算定利用者数に対し利用者が減少したことや、

入退所や利用者の入退院により負担金の変動があり減額となっております。２枠目、目２節１社

会福祉総務費補助金、説明の住まいの再建支援事業補助金は、支給実績に合わせて減額するもの

です。節３障害者福祉費補助金、説明の障害者住宅改造助成事業費補助金、重度心身障害者医療

費助成事業費補助金、地域生活支援事業補助金は、県の補助金を受け入れるものでございますが、

実績見込み、交付申請額、内示額により減額するものです。その下、難聴児補聴器購入費助成事

業費補助金は、実績なしによる減額となっております。１８ページをお願いいたします。最上段、

節４児童福祉費補助金の説明、多児世帯子育て支援事業費補助金は、交付決定額による減額とな

っております。その下、子どものための教育保育給付費、地方単独費用補助金から、保育対策総

合支援事業補助金につきましては、国の事業同様、交付決定額や見込額、申請額にて減額を行う

ものでございます。その下、節５子ども医療費助成事業費補助金の乳幼児医療費補助金は、４歳

未満の児童の医療費について、節６の独り親家庭福祉費補助金は、独り親家庭の親、児童の医療

費について自己負担額を引いた医療費の２分の１を県が補助するものですが、交付、交付申請額

による減額となっております。１９ページをお願いいたします。１枠目、目５節１障害者福祉費

委託金、説明の生活のしづらさなどに関する調査委託金は、実績による減額となっております。

２０ページをお願いいたします。４枠目、１段目の節１救護施設費納付金の自己負担金は、利用

者の入退所による自己負担額変動による減額となっております。２１ページをお願いいたします。

１枠目、節１の雑入のうち、説明の、社会福祉協議会運営費補助金返還金、成年後見制度申立て

費用精算金、放課後児童健全育成事業補助金返還金、ヘルシーランド指定管理委託料返還金、ふ

れあい福祉センター指定管理委託料返還金は、それぞれの実績や検査指摘による返還金、精算金

を受け入れるものでございます。２枠目、目２の民生債は、説明のそれぞれの事業において、減

額補正をするため民生債の受入れ額についても減額補正するものでございます。２６ページをお

願いいたします。目１９地区地域おこし協力隊費の節１２委託料、説明の地域おこし協力隊コー

ディネート業務委託料は、応募なしによる減額となっております。２９ページをお願いいたしま

す。歳出になります。２枠目、最下段、目４障害者福祉費の節１０需用費の印刷製本費及び節１

１役務費の医師意見書手数料は実績見込み、実績及び見込額による減額となっております。節１

８負担金補助及び交付金の、人吉球磨圏域地域療育センター事業負担金は、実績に基づく負担、

負担額計算による増額となっております。３０ページをお願いいたします。最上段、節１９扶助

費の重度心身障害者医療費助成事業費、福祉タクシー料金助成事業費、難聴児補聴器購入助成事
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業費は、実績見込みによる減額となっております。４段目、目７社会福祉施設費の節１０需用費

の電気料、節１２委託料のヘルシーランド指定管理委託料につきましては、電気料の高騰による

増額補正でございますが、ヘルシーランド指定管理委託料につきましては、基本協定におけるお

けるリスク分担表により価格変動による１０％以上の増減が認められた場合は、１０％を超える

部分について返還または補填することとなっており、今回は高騰による増額補正を行うものでご

ざいます。その下、目８節１８負担金補助及び交付金、説明の上段の子育て世帯等への臨時特別

給付金は、非課税世帯へ１０万円を支給した事業と価格高騰緊急支援として、非課税世帯等へ１

世帯５万円を支給した事業につきまして、事業実績と見込額により減額するものでございます。

目９の大学生等への臨時特別給付金支給事業につきましては実績により、節３の職員手当及び節

１８の負担金補助及び交付金につきまして減額するものです。３１ページをお願いいたします。

目１節７報償費の出生祝い金は、当初８５人を見込んで予算計上しておりましたが、実績見込み

により減額するものでございます。節１１役務費の検査点検手数料については、サービス利用の

増額、増加分においての支払い手数料を増額するものです。節１８負担金補助及び交付金の説明、

施設型給付費負担金から給食運営費補助金までは、実績見込み交付決定額による減額となってお

ります。節１９扶助費の障がい児通所支援費は、見込額による減額となっております。節２２償

還金利子及び割引料の保育士等処遇改善臨時特別事業国庫補助金返還金は、返還時期が令和５年

度と変更になったことによる減額。放課後児童健全育成事業補助金返還金は、会計検査院指摘事

項による返還金を増額計上しております。２段目、目２節１９扶助費の児童手当は、見込額によ

る減額となっております。３２ページをお願いいたします。１枠目、最上段目３節３の時間外手

当、節１９扶助費の子ども医療費給付金につきましても見込額による減額となっております。そ

の下、目４節１９扶助費の独り親家庭等医療費助成金につきましても見込額による減額。その下、

目５節１９扶助費の医療費、養育医療費給付費も、現在対象者はないものの１人分のを確保して

減額をするものでございます。その下、目７の低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費

は、非課税世帯及び家計急変世帯の児童に対し、１人、児童１人５万円を支給する事業費でござ

いますが、各項目において見込額により、減額するものでございます。２枠目、目１救護施設総

務費につきましては、会計年度任用職員に係る職員手当の減額。節４の共済費につきましては、

共済組合負担金の増額、節８の旅費につきましては、リモート研修となった分の普通旅費の減額。

節１７備品購入費では、備蓄倉庫の入札残を減額しております。３３ページをお願いいたします。

１枠目、目２救護施設事業費では、歳入の減少分を歳出の各項目において、減額をしております。

２枠目、目１災害救助費の節１８負担金補助及び交付金、住まいの再建支援事業助成金は、今年

度申請がなく、来年度に処理をする分について減額を行っております。以上、生活福祉課所管分

の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  説明の途中ですが、ここで１０分間休憩いたします。 

 

休憩 午後２時３０分 

再開 午後２時４０分 

                       

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。はい。林高齢福祉課長。 
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●高齢福祉課長（林 敬一君）  はいそれでは、高齢福祉課所管分について御説明いたします９ペ

ージをお願いいたします。第３表債務負担行為補正、番号２の人吉球磨成年後見センター運営事

業は、成年後見制度推進に関しての業務を人吉球磨１０市町村が人吉市社会福祉協議会へ委託す

るものでございます。１３ページをお願いいたします。歳入です。１番下の枠の目１民生費負担

金、節１老人福祉費負担金、養護老人ホーム入所者負担金につきましては、入所者負担金実績見

込みによる減額でございます。１４ページをお願いいたします。１番下の枠、目１民生費国庫負

担金、節１老人福祉費負担金、低所得者保険料軽減負担金は、補助金交付決定による増額でござ

います。負担割合は国２分の１、県４分の１、町４分の１となっております。１７ページをお願

いいたします。上段の枠、目２民生費県負担金、節１老人福祉費負担金、低所得者保険料軽減負

担金は、先ほどの国庫負担金同様県負担分の交付決定による増額でございます。下の枠、目２民

生費県補助金、節２老人福祉費補助金、高齢者住宅改造助成事業費補助金につきましては、申請

がなかったために減額となります。その下の権利擁護人材育成事業補助金の減額につきましては、

補助金交付決定により減額となるものでございます。歳出でございます。２９ページをお願いい

たします。下の枠、目２老人福祉費、節７報償費、敬老祝い金は、本年度実績見込みによる減額

となります。その下の節１２委託料、敬老会式典業務委託料につきましても、本年度実績による

減額でございます。節１８負担金補助及び交付金のシルバーエイト負担金は、本年度負担額決定

により、不足額を追加するものでございます。節２７繰出金、介護保険特別会計繰出金は、歳入

で説明しました低所得者保険料軽減負担金の国県町負担金の交付決定額の増額分を補正するもの

でございます。その下の目３老人保護費、節１９扶助費、老人施設入所措置費の減額は、当初月

平均利用者を２７人と見込んでおりましたが、実績見込みにより約２２人となったことによる減

額でございます。高齢福祉課所管分は以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  大藪健康推進課長。 

●健康推進課長（大藪 哲夫君）  はい。それでは、健康推進課所管分を説明いたします。９ペー

ジをお願いいたします。債務負担行為補正です。番号３、健康管理システム保守業務です。令和

５年度の契約業務事務を、５年度から行うためにお願いするものです。期間並びに限度額は記載

のとおりです。失礼しました。１４ページをお願いします。はい、失礼いたしました。１４ペー

ジをお願いいたします。歳入です。１番下の枠の目１民生費国庫負担金の１５ページをお願いい

たします。はい。節３国民健康保険事務費負担金の国民健康保険保険基盤安定負担金は、申請額

が決まりましたので減額するものです。目２衛生費国庫負担金、節１保健衛生費負担金の新型コ

ロナワクチン接種対策費負担金は、接種者数に応じて交付するもので見込額により増額するもの

です。次のページをお願いいたします。上の枠の目３衛生費国庫補助金、節２衛生費国庫補助金

の新型コロナウイルス接種体制確保事業費補助金は、交付申請額が決まりましたので減額するも

のです。１７ページをお願いいたします。上のほうの枠の目２民生費県負担金、節１老人福祉費

負担金の後期高齢者分保険基盤安定拠出金は、予定額が決まりましたので減額するものです。節

３国民健康保険事務費負担金の国民健康保険保険基盤安定負担金は、申請額が決まりましたので

減額するものです。２０ページをお願いいたします。はい。１番下の枠の目２衛生費納付金、節

１保健衛生費徴収金の各種健診個人負担金の減額は実績により減額するもので、その下の新型コ
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ロナワクチン接種負担金は、見込額により増額するものです。２６ページをお願いいたします。

歳出です。目１９地域おこし協力隊費の目１報酬、失礼いたしました節１報酬、節３職員手当等、

節４共済費、節８旅費の中の４７万７,０００円のうち、２２万２,０００円。節１０需用費の８

７万４,０００円のうち、７１万６,０００円。節１１役務費の８０万９,０００円のうち、６１万

６,０００円。節１３使用料及び賃借料の６１万６,０００円のうち５１万５,０００円の減額は、

補正前の予算は、令和４年１１月から令和５年３月までの２人分を計上しておりますが、協力隊

員１名が１名の２月３月分のみ残し、残りの分を不用額として減額するものです。２９ページを

お願いいたします。２枠目の目２老人福祉費、節２７繰出金の後期高齢者医療特別会計繰出金は、

保険基盤安定負担金の見込額が決まりましたので減額するものです。３０ページをお願いいたし

ます。目６国民健康保険事務費、節２７繰出金の国民健康保険特別会計繰出金は、保険料軽減分

や保険者支援分、保険基盤安定繰出金、そして財政安定化支援事業繰出金、その他一般会計繰出

金の見込額が出ましたので減額するものです。３３ページをお願いいたします。１番下の枠の目

１保健衛生総務費、節１８負担金補助及び交付金の病院事業負担金は、公立多良木病院にて自家

発電設備を設置する予定でしたが、設置許可がおりなかったため設置出来ず、減額とするもので

す。３４ページをお願いいたします。目４健康増進失礼。健康増進事業費は財源更正を行ってお

ります。目５母子保健事業費の節７報償費の乳幼児健診時謝金ですが、母子の健診や学級のとき

に保育士で赤ちゃんを見ていていただくのですが、外部の保育士の方をお願いするように予算化

しておりましたが受けていただける方がいなかったため、不用額となり減額するものです。目６

予防接種事業費、こちらは新型コロナワクチン接種分となります。節８旅費の費用弁償は、集団

接種時の医師の方への費用を、費用が不足することから増額するものです。節１２委託料の接種

事務委託料は、医療機関にて接種をされた方の事務委託料で、実績見込みにより減額するもので

すものです。その下の集団接種医療機関等委託料は集団接種時に支払う委託料で、３月までを見

込み、不足することから増額するものです。節１３の使用料及び賃借料の電気機器使用料等仮設

トイレリース料は、支出見込額により減額するものです。目９保健センター管理費の節１２委託

料の清掃委託料と空調設備点検委託料は、免田保健センターの空調改修工事により、実施出来な

い部分また不用となったため減額するものです。以上で健康推進課所管の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  高田農業委員会事務局長。 

●農業委員会事務局長（高田 真之君）  それでは、農業委員会所管分について説明を行います。

歳入の説明をいたします。１８ページをお願いいたします。中ほど、目４農林水産事業費県補助

金の節１農業委員会費補助金につきましては、当初予算額から、各補助金の交付決定額の実績で

増減があったものになります。その下、節２農業費補助金の２段目、耕作放棄地解消緊急対策事

業費補助金につきましては、要望等がなかったため減額するものになります。２０ページをお願

いいたします。３枠目の目２農林水産費受託事業収入の節１農業委員会費受託事業収入につきま

しては、農業者年金受託事業の実績により、交付決定額で増額があったものになります。次に、

歳出について説明いたします。３４ページをお願いいたします。最下段になります。目１農業委

員会費の節１報酬につきましては、活動実績により委員の能率給分を増額するものになります。

３５ページをお願いいたします。最上段の節８旅費につきましては、管外研修を計画しておりま
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したが、コロナ禍の影響により研修先が受入れを出来ないとなりまして中止することになり、減

額するものになります。その下、節１０需用費の食糧費につきましては、会議等の中止による減

額になります。節１１役務費の通信運搬費につきましては、委員のタブレットの利用料で機器接

続設定後の使用により減額するものになります。節１８負担金補助及び交付金につきましては、

歳入で説明しましたとおり、今回も要望がなかったために減額するものになります。２段目の目

２農業者年金受託事業、事業費の節１０需用費の印刷製本費につきましては、委員会だよりと封

筒印刷の執行残による減額するものになります。以上で農業委員会所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  万江農林振興課長。 

●農林振興課長（万江 幸一朗君）  それでは、農林振興課所管分について説明を申し上げます。

７ページ、繰越し明許費補正になります。番号の４肥料価格高騰対策支援事業につきまして、こ

の事業の算定につきましては、県の再生協議会が県内の申請を取りまとめて国へ申請をすること

で支援金が交付されますが、町はそのデータをいただくことで計算をいたします。国県のスケジ

ュールとしては、しては、計画より大幅に遅れていることから、年度内に支給が難しい状況とな

ったため、繰越しをお願いするものです。次に、番号の５団体営農業農村整備事業になります。

本年度、清水地区排水路改修工事を行っておりますが、主要資材などの調達が遅れ、年度内の完

了を見込めないため、繰越しをお願いするものです。次、番号の６県農業農村整備事業推進交付

金事業になります。本年度、幸野溝土地改良区が主体となって行う事業について、半導体不足の

影響や特殊資材の調達など時間を要するため、繰越しをお願いするものです。次、番号の７公有

林整備事業になります。台風１４号により、林道や作業道等が被災したことで、予定されており

ました間伐事業が年度内に見込めないため、繰越しをお願いするものです。次のページをお願い

いたします。番号の１６林道災害復旧事業になります。台風１４号による災害復旧事業につきま

しては、主要林道であり手前から復旧を実施しないと次のか所へ行けない等の理由から全体計画

を立てておりますが、まず４路線、４か所につきまして、早期の発注を要するものとして、繰越

しをお願いするものです。次に、１３ページをお願いいたします。歳入になります。３段目の枠、

目１農林水産事業費分担金、農地災害復旧費分担金は、令和２年７月豪雨災害の復旧工事として、

事故繰越し分のうち農地における５件が竣工したもの。それと、令和２年７月豪雨時に被災し、

その後対応を行った現年度予算分１件について計上をするものです。次のページをお願いいたし

ます。２段目の枠、目４農林水産手数料の農業振興地域証明手数料は、実績に応じて減額、減額

するものです。１６ページになります。上段の枠、目５災害復旧費補助金の農地等災害復旧費補

助金は、不用額と令和４年災における、設計委託費における国庫補助金の受入れ分と合わせ減額

をするものです。次の林道施設災害復旧費補助金は、４路線４か所分の国庫補助概算額となりま

す。１８ページをお願いいたします。目４農林水産事業費県補助金、節２農業費補助金の中山間

地域等直接支払い交付金。それから多面的機能支払い制度推進費補助金。それから多面的機能支

払い交付金。それから環境保全型農業直接支払い推進費補助金。それと環境保全型直接支払い交

付金。また、農業農村整備事業推進交付金。葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金は、

いずれも交付決定に基づく減額分となります。次の節３林業費補助金の造林事業費補助金及び間

伐等森林整備促進対策事業費事業補助金は、実績見込みにより計上するものです。２０ページを
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お願いいたします。２段目の枠、目９林業振興基金繰入金は、１件の事業者から申請があったも

のに対し繰入れを行うものです。次のページをお願いいたします。２段目の枠、目３農林水産業

債、節１の農業施設除却事業債につきましては、事業費の確定により減額するもの。またその次

の節２公有林整備事業債は、深田内山地区法面対策設計業務委託費の確定により計上するもので

す。次のページをお願いいたします。目８災害復旧費、節１農林水産施設災害復旧事業は、台風

１４号における被災か所４路線４か所分に対応するものとなります。２５ページをお願いいたし

ます。歳出になります。目１４基金費、節２４積立金の林業振興基金及び森林環境譲与税基金積

立金は、会計課長から説明がありました定期運用益を積み立てるものです。次のページをお願い

いたします。目１９地域おこし協力隊費につきましては、昨年１２月８日をもって地域おこし協

力隊の任期満了を迎えたため、節８費用弁償及び節１０需用費の消耗品、それから節１１役務費

の受講料、節１３使用料及び賃借料、合わせまして７０万７,０００円を減額するものです。３５

ページをお願いいたします。目３農業総務費の節１８負担金補助及び交付金の、球磨活性化協議

会負担金は額の確定による減額。次の目４農業振興費の節３職員手当の時間外手当につきまして

は、実績に基づく減額。また節７報償費及び節８の費用弁償は、農業経営診断結果検討会時の謝

金となりますが、セミナーを中心とした内容でありまして検討会を要しなかったため減額をする

ものです。それから節８旅費についても新型コロナウイルスの影響で実施されなかった、または

会議の取りやめとなった分の減額。節１２委託料については、農業経営診断委託料における契約

残額となります。節１８負担金補助及び交付金のあさぎり地域農業振興協議会負担金は、農業用

廃プラ対策協議会への補助金も含まれておりますが、ＪＡにおける処理業者の変更により、不用

となったもの。それから農業共済組合補助金は、実績に基づく減額分。また、地域の話合い推進

補助金は、全ての地域において実施済みで、人農地プランの実質化がなされておりますが、残額

分の減ということになります。次の葉たばこ作付転換円滑化対策事業補助金につきましては、事

業費の減額によるものとなります。次のページをお願いいたします。目５農業経営基盤強化促進

対策事業費の節１報酬、節８旅費また節１０需用費の食糧費は、新型コロナウイルスの影響、ま

た参加実績に基づく減額分。また節３時間外手当につきましても実績に基づく減額ということに

なります。次の目６農業後継者育成指導費の節７報償費から節１３使用料及び賃借料は、あさぎ

り中農業体験ラボ実施における実績に基づく減額分となります。次の農業女性の会補助金は、会

員が限られておりまして、役員の成り手不足等課題となっていること。また認定農業者女性の会

への加入もできるということから、本年２月２０日開催の全体会において本年度をもって解散さ

れる意向のため、減額をするものです。次の節８水田農業確立対策事業費の節１報酬及び、節８

の費用弁償は、実績に基づく減額。節３時間外手当につきましては、新型コロナウイルスの影響

で集落営農総会など開催出来なかった分の減額。また、節１０需用費の食糧費につきましても、

会議終了後の意見交換など開催出来なかった分の減額となります。次の目９農業施設管理費の節

１１役務費の消防設備点検手数料及び節１２設計委託料は入札残分の減額ということになります。

次に、目１０畜産事業費の節３時間外手当及び節７報償費は、品評会開催等における実績に基づ

く減額分。目８旅費につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響で参加出来なかった分の

減額ということになります。次のページをお願いいたします。最上段、節１８負担金補助及び交
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付金の畜産経営継続支援金につきましても、実績に基づく減額分となります。次の目１２農業振

興地域整備促進事業費は、歳入における農振地域証明手数料の減額に伴う財源更正ということに

なります。また次の目１３中山間地域等直接支払い制度事業費についてはいずれも実績に基づく

もの、及び交付決定に基づく減額分ということになります。次の目１４多面的機能支払い制度事

業。節１８負担金補助及び交付金は、交付決定に合わせ、主に資源向上長寿命化の取組において、

国、県分を合わせた４分の３と町負担分を減額するものです。次の目１５環境保全型農業直接支

払い制度事業費、節１８負担金補助及び交付金の環境保全型農業直接支払い交付金についても、

交付決定に基づく減額となります。次の目１６農地費節１２委託料は、年間を通して必要となっ

た工事が必要となった分に係る設計委託料等の残額によるもの、それの減額分。次の節１８負担

金補助及び交付金の土地改良区負担金は、幸野溝における台風１４号災害土砂浚渫に係る負担金

に伴う増額分となります。その下県営土地改良事業負担金は、県の地域密着型農業基盤整備事業

における町の負担分１０％を計上するものです。次の目１７川辺川総合土地改良事業における時

間外節３時間外手当は、実績に基づく減額ということになります。次のページをお願いいたしま

す。上段の枠、目１林業総務費節１１役務費における通信運搬費は、森林経営に係る意向調査郵

送料の実績に基づく減額分となります。次に、目２林業振興費における節１８負担金補助及び交

付金の特用林産物施設化推進事業補助金は、林業振興基金を活用した事業で動力噴霧器等購入に

係る１名の方への補助金ということになります。また、目３公有林整備事業につきましては、歳

入で計上した起債に係る財源更正ということになります。４３ページをお願いいたします。３段

目の枠、目１農地等災害復旧費、節１２委託料は、契約残額による減となります。また節１４工

事請負費は、令和２年７月豪雨災害が原因で、後に被災が判明した単独復旧工事分を除く、減額

分となります。また、目２林道施設災害復旧費における節１４工事請負費については、台風１４

号で被災したか所の復旧４路線４か所分の工事費となります。以上で農林振興課所管分の説明を

終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  深水商工観光課長。 

●商工観光課長（深水 昌彦君）  はい。それでは商工観光課所管分について御説明を申し上げま

す。７ページをお願いします。繰越し明許費追加補正になります。番号８番あさぎり駅南側市有

地購入事業につきましては、本年度内におきまして土地所有者の方との交渉が困難となったこと

により繰り越すものでございます。続きまして２５ページをお願いします。歳出になります。目

１４基金費、説明欄５段目、産業活性化基金積立金は、歳入で説明がありました基金利子を積み

立てるものでございます。３８ページをお願いします。２枠目、目１商工総務費、節１８負担金

補助及び交付金、地域イベント補助金につきましてはコロナ禍により中止としました笑祭に伴う

減額となります。その下の時短要請協力金負担金につきましては県からの県内飲食店に対する時

短要請に応じた飲食店への協力金の確定に伴う減額となります。３枠目、定住促進費、普通旅費

の減額につきましては、福岡東京での企業誘致関連のイベントの参加につきまして、コロナ禍に

よりキャンセルしたことにより、減額をするものでございます。商工観光課所管につきましては

説明は以上になります。 

◎副議長（森岡 勉君）  酒井建設課長。 



- 38 - 

●建設課長（酒井 裕次君）  建設課所管分につきまして説明いたします。７ページをお願いいた

します。繰越し明許費の追加でございます。番号９番の住宅耐震化支援事業につきまして、耐震

改修工事に対しての補助金交付になりますが、工事完了の遅れから繰り越すものです。１０番の

町道維持補修事業と１１番の自転車道整備事業、１２番の河川改修事業、１３番の河川浚渫事業

につきまして、災害復旧など建設工事の増加での発注の遅れや台風１４号の影響によっての着手

の遅れなどで、年度内の完了が見込めないことから繰り越すものです。次の８ページをお願いい

たします。２枠目の繰越し明許費の変更でございますが、公共土木施設災害復旧事業につきまし

て、先ほどの追加の理由と同様に、工事の増加や台風１４号の影響で、年度内の完了が見込めな

いことから繰越し額を増額とするものです。１６ページをお願いいたします。歳入でございます

が、１枠目の目４土木費国庫補助金、節１土木管理費補助金につきましては、耐震化支援事業の

補助金になりますが、事業への申請実績により減額とするものです。節３住宅費補助金につきま

しては、公営住宅の改修工事に対する補助金でありまして、交付実績により減額とするものです。

次の枠の目３土木費国庫委託金、節１土木管理費委託金につきましては、球磨川の樋門管理委託

金の実績により増額となるものです。１８ページをお願いいたします。目５土木費県補助金、節

１土木管理費補助金につきましては、耐震化支援事業の実績によりまして、国庫補助金と同様に

減額とするものです。次の１９ページをお願いいたします。１枠目の目２農林水産事業費県委託

金、節１農業費委託費につきましては、清願寺ダムの管理委託金におきまして、管理費の実績に

より減額となるものです。次の２０ページをお願いいたします。最後の枠の目４雑入で、２行目

の公営住宅火災共済機構住宅防火補助金につきましては、町営住宅の火災警報器の更新に対する

補助金でありますが、実績により減額となるものです。次の２１ページをお願いいたします。下

の枠の目５土木債、節１道路橋梁債につきましては、工事などの実績見込みにより減額とするも

のです。３７ページをお願いいたします。歳出でございますが、目１８清願寺ダム管理費、節１

７備品購入費につきましては、管理用ボートの更新を予定しておりましたが、昨年の台風１４号

で堆積しました土砂の撤去工事が実施されることから、当面はボートの使用する見込みがありま

せんので、更新を見送り減額とするものです。３９ページをお願いいたします。１枠目の目１土

木総務費、節１８負担金補助及び交付金につきましては、耐震化支援事業の申請実績により減額

とするものです。次の枠の目２道路維持費、節１４工事請負費につきましては、工事実績により

不用額を減額するものと皆越線で防護柵の設置を計画しておりましたが、災害発生により取りや

めるものです。目４道路改良費、節１６公有財産購入費につきましては、永宮７６号線の歩道整

備で道路用地を取得するように計画しておりましたが、取得が困難な状況でありまして、現況の

道路敷地内で歩行者通行帯を整備することとしまして減額とするものです。次の枠の目１河川総

務費につきましては、歳入で国庫委託金を増額したことで、財源を更正するものです。次の４０

ページをお願いいたします。１枠目の目１住宅管理費、節１２委託料につきましては、町営住宅

の火災警報器の更新におきまして入札残による不用額を減額するものです。目２住宅建設費、節

１２委託料につきましては、設計委託料と管理委託料それぞれ入札残により不用額を減額するも

のです。以上で建設課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 
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●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは、上下水道課所管分について説明をさせていた

だきます。１６ページをお願いします。歳入になります。目の一つ目、目３衛生費国庫補助金、

節１保健衛生費補助金、浄化槽設置交付金は、国からの交付決定により減額をするものです。次

に３４ページをお願いします。１枠目、最下段の目１０水道費、節１８負担金補助及び交付金、

水道事業会計補助金は、児童手当支給額等の変更による減額と水道事業経営安定対策費について、

水道事業会計補助金を追加するものです。この水道事業経営安定対策費の内容としましては、令

和４年９月に国の第４回物価賃金生活総合対策本部において、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の増額強化としまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に

おける電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金が創設されております。これを受けま

して総務省及び関係各省から各都道府県に公営企業における電力、ガス、食料品等価格高騰重点

支援地方交付金の活用について通知がなされております。今回の交付金につきましては、水道事

業会計の中でも特に影響の大きかった高圧電力契約を対象としており、電力の高騰に係る分のみ

を算定して計上をしております。次に４０ページをお願いします。２枠目、目１下水道費、節１

８負担金補助及び交付金、下水道会計補助金につきましては、上水道事業と同様に児童手当の支

給額変更等により、減額を行うものです。以上で、上下水道課所管分についての説明を終わりま

す。 

◎副議長（森岡 勉君）  山口教育課長。 

●教育課長（山口 宏子さん）  それでは、教育課所管分について御説明いたします。７ページを

お願いいたします。第２表繰越し明許費補正でございます。番号２の旧中学校管理事業費は、旧

深田中学校屋内体育館石綿調査と解体設計業務が年度内に竣工が見込めないために繰り越すもの

でございます。８ページをお願いいたします。番号１４高山総合運動公園用地取得業務は、深田

高山総合運動公園の用地取得業務委託が、相続人件数が３２件と多数であり、調査、書類収集に

時間を要しましたことによりまして、年度内に完結が見込めないことから、繰り越すものでござ

います。番号１５学校給食センター配送車両購入事業につきましては、コロナ禍による半導体不

足等で車両の生産が遅れ、年度内の納車が見込めないために繰り越すものでございます。９ペー

ジをお願いいたします。第３表債務負担行為補正です。番号４と番号５は、学校給食センターの

機械警備業務と自家用電気工作物の維持管理を委託するものです。いずれも令和５年度初日から

実施する必要があり、前年度中に契約等の準備行為を行うために債務負担行為の設定をお願いす

るものでございます。１４ページをお願いいたします。歳入になります。１枠目、目７教育使用

料の節２教職員住宅使用料は、コロナ禍によりましてＡＬＴの来日が遅れたために減額するもの

です。節３と節４生涯学習施設使用料と保健体育施設使用料は、説明にあります施設の使用実績

見込みにより減額するものでございます。１６ページをお願いいたします。１枠目の最下段にな

ります。目６教育費国庫補助金、節４理科教育設備整備事業費補助金は、交付確定による増額で

ございます。１８ページをお願いいたします。最下段、目７教育費県補助金、節１教育補助金は、

水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金の実績により減額いたします。２０ページをお願いいたします。

最下段、目４雑入です。次のページをお願いいたします。１枠目、説明の上から２行目になりま

す。英会話教室参加料は、コロナ禍によりまして英会話教室が未実施となったために減額するも
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のでございます。２枠目、目１総務債、節２総務施設除却事業債は、２,６１０万円中、２,０６

０万円が教育課所管分の旧深田中学校校舎等解体分に伴います、事業費確定による起債分の減額

となります。２２ページをお願いいたします。１枠目の目７教育債、節１学校施設整備事業債は、

深田小学校玄関屋根等改修事業に伴います事業費確定による起債分の減額でございます。２４ペ

ージをお願いいたします。歳出になります。中ほど目６財産管理費、節１２委託料と節１４工事

請負費は、歳入でも説明いたしました旧深田中学校校舎解体に伴います工事監理業務委託、解体

工事費の事業費確定による減額となります。委託料につきましては、教育課所管分は６２２万６,

０００円中、５０万円の減額でございます。４１ページをお願いいたします。２枠目です。目３

教育振興費の節１報酬と節４共済費につきましては、ＡＬＴの来日がコロナ禍により遅れたため

に減額するものです。その下、節１７備品購入費につきましては、学校でのオンライン事業機材

といたしまして、当初はビデオカメラを予定しておりましたがウェブカメラが最適ということで

そちらを導入しまして、価格も抑えることが出来たことと、入札残による減額となります。節２

４積立金の学校教育施設整備基金積立金と節２７奨学基金繰出金は、実績により増額するもので

ございます。４２ページをお願いいたします。１枠目、目１学校管理費、節１４工事請負費は、

免田小学校の空調設置工事と内部壁等の補修工事及び深田小学校玄関屋根等改修工事分です。入

札残と事業費確定による減額となります。２枠目、２段目の目４文化ホール運営費は、使用料の

減額による財源更正となります。３枠目、目１保健体育総務費、節１報酬と節８旅費は、スポー

ツ推進や小学校児童社会体育検討委員会の会議、研修の実績による減額です。節１８負担金補助

及び交付金、体育協会補助金と奥球磨駅伝大会負担金は、コロナ禍による事業の中止や縮小によ

る減額でございます。目２体育施設費、節１の報酬は、Ｂ＆Ｇプールの台風での休館等、報酬実

績による減額でございます。４３ページをお願いいたします。１枠目の節８旅費は、Ｂ＆Ｇプー

ルの総会が、コロナ禍によりリモート開催になったために減額するものです。２枠目、目１給食

センター運営費、節３職員手当は、時間外手当の実績による減額。節１０の需用費は、電気料金

の高騰によります不足分の増額。節２２償還金利子及び割引料は、当初の見積りが過大であり、

実績により減額するものでございます。以上で、教育課所管分の説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  はい。説明の漏れはございませんか。ないですね。はい。ちょっと確認

しますので、休憩いたします。 

  

休憩 午後３時２７分 

再開 午後３時３０分 

                       

◎副議長（森岡 勉君）  休憩に引き続き会議を再開いたします。深水商工観光課長。 

●商工観光課長（深水 昌彦君）  はい。大変失礼いたしました。歳出の説明のところで２５ペー

ジから３８ページの送信がうまくいっておりません、うまくいきませずに、２５ページのままで

説明をしておりましたので、再度説明をさせていただきます。ページが３８ページになります。

２枠目の目１商工総務費、節１８負担金補助及び交付金、地域イベント補助金につきましてはコ

ロナ禍により中止とした笑祭に伴う減額。その下の時短要請協力金負担金につきましては県から

の県内飲食店に対する時短要請に応じた飲食店への協力金の確定に伴う減額となります。３枠目
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の定住促進費、普通旅費の減額につきましては、福岡と東京で予定してありました企業誘致関連

のイベントへの参加をコロナ禍によりキャンセルしたことにより減額をするものです。説明は以

上になります。大変失礼いたしました。 

◎副議長（森岡 勉君）  はい、提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いたいと

思います。質疑ありませんか。１１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １点お伺いいたしますページは３０ページのヘルシーランド

の指定管理委託料についてでございます。説明によりますと昨今の光熱費の高騰に伴っての増額

で指定管理委託料を増やしてありますけど、ただいまですねこういう電気とか光熱費の高騰で収

支の状況はどうなってるのか。それと、やはりそれを心配しますのは経営が非常に厳しい状況に

なった場合に、利用者に対するサービスの低下等も一つ懸念しますので、その収支の状況はどう

なってるのかをちょっと伺いたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、ヘルシーランドの指定管理委託料につきましては、光熱

水費につきまして、価格の高騰等による１０％の増減についてが、返還もしくは委託料の増額と

いうふうな形でなされるものとなっておりまして、それは協議書において決定をしているところ

でございます。また毎月の利用状況等の報告はいただいているところではございますが、その経

営のですね金額、予算の動きについては、詳しく今ここでは把握はまだ行っておりませんので、

その分については、また、ちょっと調査いたしましてから説明をさせていただければと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  １１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  さっき月々協議をなされてということをおっしゃったみたい

なんですけど、その場合においてやっぱり今、昨年こういうような特殊な資材の高騰、光熱費の

高騰とかですね。その経営に与える影響はかなりなもんだろうと思うんですけど、そういう声と

いうのは委託管理をされてる方の協議の中の内容としては出てまいりませんですか。 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、指定管理者との協議の中ではですね、やはり価格の高騰

という部分については、かなり厳しいというお声は聞いているところではございますが、どれぐ

らいの経営を圧迫している状況なのかということについては今ここではちょっと把握出来ており

ませんので、またそこは調査しまして報告をさせていただければと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  １１番、小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  はい。経営状況を把握されたときに、年度末でですね、これ

決算が出ないと分からないこともありましょうけど、その場合に対する指定管理料の、そのま、

なんですね。増、増減、増減じゃないですけど増加等も予想されるんですけど、そういうところ

も勘案されながら、今後の指定管理、特にヘルシーランドあたり重油とか電気を大量に使う部分

に関しましては、そういうことも想定されておられますでしょうか。それ、決算状況見ないと分

からないんですけど多分、厳しい状況になろうということは、誰にも予想はできると思うんです

けど。それについては今後のことですね。あそこの施設を維持していくためには、どのような考

えがあるのかというのを聞かせていただきたいと思います。 



- 42 - 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい、指定管理委託料につきましては、３年間の失礼しました

５年間のですね、管理委託料というものが決まっておりまして、それによって契約を行っている

ところでございます。それ以上の支払いというのは出来ないものと感じますが、ただし協議の協

議書において、この価格高騰等に対応するための光熱費については１０％の増減について対応す

るというふうになっておりますので、今回１０％増減、今回は増ですけども、それについて町側

として対応させていただいたということでございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありませんか。１番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  それでまず１５ページをですね。最下段の説明欄の下から２行目

ですね、子ども家庭総合支援拠点運営事業補助金。これ先ほどの御説明では要件に該当しなかっ

たというような説明だったというふうにちょっと私は受け取ったんですが、この事業を令和４年

度の主要事業説明の中で出てきた話でありまして、子育て支援の中でのですね、目玉という表現

が適当かどうか分かりませんが、そういった位置づけだろうというふうに令和４年度に関しては

私はそういう受け取りをしてたんですが。その中で要件に該当しなかったので結局補助事業該当

しなかったというふうに私受け止めたものですから、ちょっとその辺のいきさつの御説明をいた

だければと思います。それからもう１点でございますが、３３ページですね。すいません３２ペ

ージの最下段、下の枠から３３ページ、しらがね寮関係のですね、今回の補正予算の中での補正

額の財源内訳。ここについてちょっとお尋ねしたいと思います。この３２ページの最下段から３

３ページにかけて。特定財源が減になって、一般財源が増。それから全体の予算、支出予算額は

どちらも減。この形、これは何かいろんな事情があると思いますので、ちょっとその付近の御説

明をいただければと思います。２点、よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい。まず、子ども家庭支援拠点のですね、補助金の減額でご

ざいますが、私たち、この補助金をですね申請する際において、職員の賃金についても補助があ

るということで補助申請を行っておりましたが、この職員の賃金についての補助につきましては、

会計年度任用職員の採用に対する補助であったということで、正規職員への補助はないというこ

とでございましたのでその分を減額補正させていただいているところでございます。それから、

はい。救護施設の総務費。また、事業費につきましての予算についてでございますが、まず、救

護施設総務費、失礼しました事業費につきましては、この救護施設が行います事業に対しまして

利用者の保護費及び負担金内での事業の運営というものが、事業の運営をしなければなりません

ので、その金額内での事業の予算となっております。で、今回、総務費のほうにこの財源が行き

ました分につきましてはその負担、全体的な負担分におきまして、総務費のほうで賄えない部分、

事業費で賄えない部分の費用を、総務費、町の負担としてですね、支出する必要がございました

ので、今回、総務費のほうの財源内訳につきまして、一般財源の負担の増というものが行われた

ということでございます。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  はい、最初のほうにつき、子ども家庭云々ですね、こちらのほう
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についてはですね、最後ちょっと触れましたあの、子育て支援の中でですね体制を整備していく

という、ちょっと表現がいろいろあると思いますけど、そういうことであろうと思いましたので

補助対象外というのはちょっと解せないところが実はあったんですが。今の課長の御説明であり

ますと実態は町の正職の方々の人件費を補助事業で賄おうと。それよくあるというか、その手法

そのものがどうこうじゃないんですけど、であれば実態はですね、そんな財源的な問題があった

にしてもですよ、実態は影響はなかったというふうに理解してよろしいんですかね。この件につ

きましては。要するに、サービスを受ける側、子育て支援を受ける子育て支援世帯の方々にとっ

ては、マイナスは該当しなかった、事業に該当しなかったということでですよ。そういう、もう

実際の前の請求が出なかったのか、なんかそうだったのかなというふうに私は先ほど御説明を受

け取ったんですよ。それが１点でございます。それから２点目ですね、は、いろいろ事情は理解

出来ます。ただ一般論としましてはですね。年度末の最終補正で恐らく最終だと思いますので、

最終補正で歳出が減額になって、そして財源が特定財源がマイナスで一般財源が増。これちょっ

と財政課長にお尋ねしたいんですが、財政の在り方としては、何か非常にまずいパターンに私は

受け取ったんですが、その付近財政課長の御見解をいただければと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  最初に蓑田生活福祉課長。 

●生活福祉課長（蓑田 輝幸君）  はい。まず、最初の御質問の体制的にその家庭総合支援拠点の

体制的にいろんな支援を出来なかったのではないかというようなことではございますけども、職

員につきましては、１名増員をしていただいておりまして、現在、社会福祉士２名でその拠点を

担っております。増員をしていただいたことで、その拠点の運営自体はきちんと出来ていると思

っております。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  田中財政課長。 

●財政課長（田中 伸明君）  はい。小谷議員の御指摘ですが、まず当然財政運営というのは歳入

ありきの歳出ですので、御指摘いただいた点につきましてはですね、今後の予算編成、そういっ

たものに生かしていきたいと思います。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  １番、小谷議員。 

○議員（１番 小谷 節雄君）  ２点目のほうの話ですけどこれ、こうだったからといってこれ私

はあげ足とってですね、とやかく言おうというつもりで行っておりません。なぜこれを申し上げ

てるかといいますと、今、あり方検討委員会やってますよね。そういった財政の問題がいろんな

次のステップへ行く時のですね、大きな視点の大事な視点の一つだと思うんですよ。ですから、

その付近の財政の在り方もですね、実際、今、運営をしながらやっていかれる状況の中でまた検

討もされていくわけですので。ですから、この部分やっぱりきちんと何ていうかな、実態を把握

していただくためにもですよ、この付近は何とか整理していかないと。どの方法がいいか、財政

の町の財政の視点からだけそのあり方検討委員会が行くわけじゃないと思いますので、ただ、財

政の問題やっぱ重視する部分だと思いますので、そういう意味でちょっと申し上げており、申し

上げさせていただきました。こういった形になることも、まあまあある程度承知しておりますの

で、今後のなんかな。先に検討していくためにですねちょっとその付近を御検討いただければと

いうに思っております。 
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◎副議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありますか。１０番、皆越委員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  １０番です。ふるさと寄附金のですね、減と、また返礼金

が減になっております。常任委員会でもですね、一応返礼品馬刺しが間に合わないとかいう回答

でございましたけども、再度ですね、金額が大きいもんですから、企画課長に、再度お尋ねいた

します。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。ただいまの御質問ですけども、全協のほうでも御説明さ

せていただき、いただいたところでございます。基本的にですね１２月の時点で、これまでので

すね、実績を見ましたところ、大体毎月になりますが、前年度の約１.５倍から多いときで３倍ほ

どの入金があったというところで、私たちもですねその辺りを推計いたしまして、毎月約２倍ほ

どが入ってくるだろうというところで補正をさせていただきました。実際ですね、１２月、１月

の前年度対比としましては、１.５倍から約１.１倍ということで、こちらがですね推計いたしま

した額よりも、大変少のうございましたので、その点につきましては、全員協議会でも、こちら

のですね、推測が甘かったというところで御説明をさせていただいたところです。また馬刺しに

つきましても、事業者のですねそこの業務のさばく量といいますか、それがもう限られておりま

して、これにつきましても、毎月ですね、どんどん増えている状況でありました。出すほうがで

すね、限度がもう限られているもんですから、どんどん発送、待つ期間がですね、長くなったと

いうところもですね、若干落ちた原因ではなかろうかというところで執行部としては考えている

ところでございます。以上になります。 

◎副議長（森岡 勉君）  １０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  はい、分かりました。やはりですね１日に出す数量がです

ね、１日何校というようなことで決まっているというようなことを私もお話を伺いましたけども、

そこの事業者とのですね、町との連携はどうなってるのかなあという、懸念がしましたので、そ

の辺のところの御説明もいただきたいと思いますけど。 

◎副議長（森岡 勉君）  荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  返礼品につきましては、振興社のほうで行っていただいている

ところでございます。振興社等もですね月１回程度のですね、定例会を実施しまして、そちらの

ほうでもいろいろ協議はなされてきたところではございます。ですので、この件につきましては、

実際ですね馬刺しを出される業者とのですね打合せっていうかですね、その辺りも密にしており

ましたが、やはりどうしてもですね寄附の申込みのほうが多くてですね、それに対応出来なかっ

たというところはお聞きしているところでございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ありませんか。ありませんね。質疑なしと認めます。これで

質疑を終わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで

討論を終わります。これから、議案第７５号を採決します。本案は原案のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、議案第７５号は、原案のとおり可決され

ました。 

◎副議長（森岡 勉君）  ここで会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 
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休憩 午後３時５２分 

再開 午後４時００分 

                       

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。先ほど会議の中で発言の修正

の申出があっておりますので、それを許可したいと思います。荒川企画政策課長。 

●企画政策課長（荒川 誠一君）  はい。大変申し訳ありません。先ほど皆越議員からですね、御

質問がありましたときに私のほうがですね、ふるさと振興社ということで答弁をさせていただき

ましたが、あさぎり商社の間違いでしたので、訂正させていただきます。大変申し訳ありません。 

◎副議長（森岡 勉君）  次に、日程第１８、議案第７６号令和４年度あさぎり町国民健康保険特

別会計補正予算第４号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７６号令和４年度あさぎり町国民健康保険特別会計補正予算第４

号について提案いたします。令和４年度あさぎり町の国民健康保険特別会計補正予算第４号は次

に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億７,２５２万７,０００円とす

るものでございます。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、可

決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  大藪健康推進課長。 

●健康推進課長（大藪 哲夫君）  はい。それでは、第２項より読み上げます。第２項、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表

歳入歳出予算補正による。今回の補正につきましては、一般会計繰入金の額の減額や第三者納付

金の額の減額に伴う財源調整が主なものとなります。７ページをお願いいたします。歳入です。

１番上の枠の目１利子及び配当金の基金利子は、運用益の実績により増額するものです。２枠目

の目１一般会計繰入金の節１保険料軽減分保険基盤安定繰入金、節２保険者支援分保険基盤安定

繰入金、節４財政安定化支援事業繰入金、節６その他一般会計繰入金は、それぞれに見込額が出

ましたので、それぞれに減額するものです。三つ目の枠の目１繰越金は、財源調整を行うもので

す。１番下の枠の目１一般被保険者第三者納付金は、実績見込みにより減額するものです。９ペ

ージをお願いいたします。歳出です。１番上の枠の目１一般管理費、２枠目の目１賦課徴収費は

財源更正を行うものです。３枠目の目１運営協議会費、節１報酬の国保運営委員報酬と節８旅費

の費用弁償は、運営委員会の開催実績により減額するものです。４枠目の目１一般被保険者医療

給付費は財源更正を行うものです。１番下の枠の目１財政調整基金積立金は、歳入で説明しまし

た基金利子の運用益増額に伴い、積立金を増額するものです。１１ページをお願いいたします。

このページからは給与費明細を添付しております。１２ページをお願いいたします。会計年度任

用職員の給与の内訳と下の表に職員手当の内訳を載せております。以上で説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第
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７６号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数で

す。したがって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１９、議案第７７号令和４年度あさぎり町後期高齢者医療特別会

計補正予算第１号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７７号、令和４年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号について提案いたします。令和４年度あさぎり町の後期高齢者医療特別会計補正予算第１

号は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ３１７万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３,５７４万８,０００

円とするものでございます。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の

上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  大藪健康推進課長。 

●健康推進課長（大藪 哲夫君）  はい。それでは、第２項より読み上げます。第２項歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳

入歳出予算補正による。今回の補正につきましては、一般会計繰入金の減額に伴うものが主とな

ります。７ページをお願いいたします。はい、歳入です。１番目の枠の目１後期高齢者医療保険

料、節１現年度分特別徴収保険料は減額をするものです。節２現年度分普通徴収保険料は増額を

お願いするものです。２枠目の一般会計繰入金、節２保険基盤安定繰入金は、額が確定しました

ので減額するものです。３枠目の目１繰越金は財源調整を行うものです。８ページをお願いいた

します。はい。歳出です。１枠目の目１後期高齢者医療広域連合納付金、節１８負担金補助及び

交付金は、被保険者保険料負担金と基盤安定負担金をそれぞれ減額するものです。以上で説明を

終わります、よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑あり

ませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あり

ませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第７７号を採決しま

す。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多数です。したがって、

議案第７７号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第２０、議案第７８号令和４年度あさぎり町介護保険特別会計補正

予算第４号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７８号、令和４年度あさぎり町介護保険特別会計補正予算第４号

について提案いたします。令和４年度あさぎり町の介護保険特別会計補正予算第４号は、次に定

めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２,

８６８万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億７,９１７万５,０

００円とするものでございます。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審

議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  林高齢福祉課長。 

●高齢福祉課長（林 敬一君）  議案第７８号について御説明いたします。引き続き、第２項から

読み上げます。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
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の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。第２条債務負担行為の追加は、第２

表債務負担行為補正による。５ページをお願いいたします。第２表債務負担行為補正でございま

す。生活支援コーディネーター配置を含む地域支え合い体制整備事業を社会福祉協議会へ委託す

るものでございまして、期間、限度額は記載のとおりとなります。８ページをお願いいたします。

歳入でございます。最上段の目１、第１号被保険者保険料、節３滞納繰越し分普通徴収保険料の

減額につきましては、当初予算計上時点での見込額と実際の調定額にかなり開きがありまして、

実績見込みで減額するものでございます。次の枠の目１督促手数料、節１督促手数料につきまし

ても、実績見込額に合わせて減額するものでございます。３枠目の目１調整交付金、節１現年度

分調整交付金は、介護給付費に係る国の調整交付金で、４年度の介護給付費、介護給付費交付決

定額による増額でございます。４枠目の目１介護給付費交付金、節１現年度分の減額につきまし

ては、対象となる介護給付費の減少見込みにより、交付決定額が減額したものでございます。介

護給付費の第２号被保険者負担分となります。最下段の目１利子及び配当金、節１基金利子は、

介護保険給付費準備基金の運用実績による利子増額分でございます。９ページをお願いいたしま

す。上段の枠の目４低所得者保険料軽減繰入金、節１低所得者保険料軽減繰入金は、国、県の負

担金補正額に町負担分を加えた額となります。下の枠の目１繰越金、節１繰越金は、今回の補正

予算の財源として繰越金で調整したものでございます。歳出でございます。１０ページをお願い

いたします。最上段の目１介護サービス等給付費、節１８負担金補助及び交付金、居宅介護サー

ビス等給付費負担金につきましては、要介護認定者が利用したサービスに要した費用の実績見込

みによる減額でございます。２枠目の目１介護予防サービス等給付費から、１１ページ、最上段

の目１特定入所者介護サービス等費にかけましては、国の調整交付金及び支払い基金交付金の増

減により、財源更正を行っております。２枠目の目１基金積立金、節２４積立金は、介護保険給

付費準備基金へ利子額を積み立てるものでございます。１２ページをお願いいたします。１２ペ

ージ以降は給与費明細を掲載しております。説明は以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑あ

りませんか。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論

を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議

案第７８号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多

数です。したがって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第２１、議案第７９号令和４年度あさぎり町水道事業会計補正予算

第７号についてを議題とします。提案理由の説明をお願いします。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第７９号、令和４年度あさぎり町水道事業会計補正予算第７号につ

いて提案いたします。第１条、令和４年度あさぎり町水道事業会計の補正予算第７号は、次に定

めるところによる。詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上可決

いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは、議案第７９号について御説明いたします。ま

ず、２ページの第２条から読み上げさせていただきます。第２条、令和４年度あさぎり町水道事
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業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入第１款水道

事業収益、補正前の額、３億９,３７３万２,０００円、補正額２０７万６,０００円。計３億９,

５８０万８,０００円。支出第１款水道事業費用、補正前の額４億１,０５４万８,０００円。補正

額２６万９,０００円の減額。計４億１,０２７万９,０００円。続きまして３ページをお願いしま

す。第３条、予算第４条本文括弧書きの全文を資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、

１億１,２６５万９,０００円は、引継ぎ金６,０７１万円。過年度分損益勘定留保資金４,７９６

万５,０００円、及び、消費税及び地方消費税資本的収支調整額３９８万４,０００円で補填する

ものとするに改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入第１款資本的収入、

補正前の額、４億７,１７８万６,０００円。補正額２,２８０万円の減額。計４億４,８９８万６,

０００円。支出第１款資本的支出、補正前の額５億６,４３１万２,０００円。補正額、２６６万

７,０００円の減額。計５億６,１６４万５,０００円。第４条予算第５条で定めた企業債の限度額

を次のとおり補正する。起債の目的、上水道整備事業債。すいません、上水道整備事業、補正前

の額３億５２０万円、補正額２,０２０万円の減額、計２億８,５００万円。４ページをお願いし

ます。第５条、予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。職員給与費、補正前の額、

４,６４４万９,０００円。補正額３２万２,０００円の減額、計４,６１２万７,０００円。詳細に

つきましては、１５ページをお願いします。補正予算説明書の収益的収入でございます。２目他

会計補助金、節１他会計補助金の説明欄、負担区分に基づく一般会計繰入金の減額は、児童手当

の支給額変更によるものです。その下、水道事業経営安定対策に基づく一般会計繰入れにつきま

しては、一般会計の歳出でも説明をしておりますが、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の増額強化として、電力ガス食料品等価格高騰重点支援地方交付金が創設されたこ

とを受け、この交付金を活用し、水道事業会計における電力高騰分について繰入れをお願いする

ものです。１７ページをお願いします。資本的収支の収入になります。１目企業債、節１企業債

につきましては、再編整備事業の送水管整備工事の精算において、起債申請時に予定しておりま

した事業費に満たなかったため、企業債の減額を行うものです。その下の１目工事負担金、節１

工事負担金につきましては、上地区と須恵地区に設置を進めております貯水機能付給水管設置工

事及び設計委託費の精算見込額により、一般会計からの工事負担金を減額するものです。１８ペ

ージをお願いします。支出でございます。１目排水設備整備費の節６工事請負費及び節７委託料

は、収入でも説明いたしましたが、貯水機能つき給水管設置工事費及び設計委託料を精算見込額

により減額するものです。ページ戻りまして、９ページをお願いします。キャッシュフロー計算

書でございます。下から３行目の資金増加額４２８万９,０００円の減。最下段の資金期末残高は、

５億６,２７５万９,０００円となる見込みでございます。１０ページをお願いします。ここ１０

ページと、次の１１ページにつきましては、給与費明細となっておりますので、御覧いただきた

いと思います。１２ページをお願いします。このページから１４ページにかけましては、令和４

年度あさぎり町水道事業予定貸借対照表でございます。このページ、最下段の資産合計額とただ

いま送りました。１４ページ、最下段の負債資本合計はともに５１億４,３４９万８,１５４円の

見込みでございます。説明は以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  はい。提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑ありませんか。ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討

論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議

案第７９号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立多

数です。したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第２２、議案第８０号令和４年度あさぎり町下水道事業会計補正予

算第５号についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第８０号、令和４年度あさぎり町下水道事業会計補正予算第５号に

ついて提案いたします。第１条、令和４年度あさぎり町下水道事業会計の補正予算第５号は、次

に定めるところによる。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。どうか審議の上、

可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは、議案第８０号について御説明いたします。ま

ず、２ページの第２条から読み上げさせていただきます。第２条、令和４年度あさぎり町下水道

事業会計予算。第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入第１款

下水道事業収益、補正前の額６億２,０９６万５,０００円。補正額１５万６,０００円の減額、計

６億２,０８０万９,０００円。支出第１款下水道事業費用、補正前の額６億３２２万８,０００円。

補正額５３万２,０００円の減額、計６億２６９万６,０００円。３ページをお願いします。第３

条予算第４条本文括弧書きの全文を、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、２億６０

０、すいません。２億６,５１０万５,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額９４２万７,０００円。当年度分損益勘定留保資金１億９,２０４万９,０００円。引継ぎ金４,

３５０万６,０００円。当年度利益剰余金２,０１２万３,０００円で補填するものとするに改め、

資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入第１款資本的収入、補正前の額、２億

２,１１６万１,０００円、補正額、１,７３０万円の減額、計２億３８６万１,０００円。支出第

１款資本的支出、補正前の額４億８,６３０万円。補正額１,７３３万４,０００円の減額。計６,

８００、すいません。計４億６,８９６万６,０００円。４ページをお願いします。第４条、予算

第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。起債の目的、建設債、補正前の額３,８４

０万円、補正額１,７３０万円の減額、計２,１１０万円。第５条、予算第８条に定めた経費の金

額を次のように改める。職員給与費、補正前の額３,１３０万５,０００円。補正額２９万２,００

０円の減額、計３,１０１万３,０００円。詳細につきましては、１４ページをお願いします。補

正予算説明書の収益的収入及び支出の収入でございます。５目、他会計補助金、節１突貫下水道

他会計補助金は、児童手当の支給額の減額に伴い、基準内繰入れについて減額をするものです。

１６ページをお願いします。資本的収入及び支出の収入になります。１目下水道事業債。節１下

水道事業債、説明欄上段の特定環境保全公共下水道事業債は、歳出で説明します工事請負費の減

額に伴い、減額を行うものです。その下、球磨川上流流域下水道事業債は、県の県負担金の減額

に伴い、減額をするものです。１７ページをお願いします。歳出になります。１目、汚水管渠建

設費、節１９工事請負費の減額につきましては、マンホールポンプ２か所分の工事費について、

ポンプ本体の使用を従来の製品から、より低価格で性能の向上している製品に見直したことと２
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か所分とも水位計の交換が不要であったため、減額をするものです。次の５目、流域下水道建設

負担金、節１流域下水道建設負担金につきましては、県の要望額に対し、国からの内示額が満た

なかったため、事業費が減額となり、町村負担金についても、減額となったものです。ページ戻

りまして、９ページをお願いします。令和４年度あさぎり町下水道事業キャッシュフロー計算書

でございます。下から３行目の資金増加額４,５７８万８,０００円の減。最下段の資金期末残高

５,７０２万４,０００円となる見込みでございます。１０ページをお願いします。このページと

１１ページにつきましては、給与費明細になります。後ほど御覧いただきたいと思います。１２

ページをお願いします。令和４年度あさぎり町下水道事業予定貸借対照表でございます。このペ

ージの１番右、下から２段目の資産合計とただいま送りました１３ページ最下段の負債資本合計

はともに１０６億１０１万７,５８６円の見込みでございます。説明は以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑あり

ませんか。ありませんか。１０番、皆越議員。 

○議員（１０番 皆越 てる子さん）  質問ではありませんけども、この水道事業に関しては単位

を枠外に書いてありますけども、下水道については、枠外に書いてある枠内に示してあるんです

けども、これは枠外にっていうわけにはいかなかったですかね。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  すいません、何ページの。 

◎副議長（森岡 勉君）  鬼塚上下水道課長。 

●上下水道課長（鬼塚 拓夫君）  こちらですね、上下水道も上水道システム下水道システムで、

今それぞれ予算書を作成しておりますけども確かに言われるとおり、様式が統一されていないみ

たいですので、その辺をシステム改修のほうをちょっと、お願いいできるかどうか検討してみた

いと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  よろしいですか。はい。ほかに。質疑なしと認めます。これで質疑を終

わります。これから討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終

わります。これから議案第８０号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。起立多数です。したがって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第２３、議案第８１号令和５年度あさぎり町一般会計補正予算につ

いてから日程第３０、議案第８８号令和５年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算についてま

で、一括議題とします。お諮りします。議案第８１号から議案第８８号までについて、本日７日

は提案理由のみの説明を行い、８日に税務課分を除く総務建設経済常任委員会所管課分、９日に

税務課分を含む厚生文教常任委員会所管課分についての説明、質疑を行い、採決は１７日に行い

たいと思います。御異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって、本日７日は提案理由

のみの説明を行い、８日に税務課分を除く総務建設経済常任委員会所管課分、９日に税務課分を

含む厚生文教常任委員会所管課分についての説明質疑を行い、採決は１７日に行うことに決定い

たしました。なお、御手元に配付した文書のとおり、各課の課長補佐も説明員として出席します

ので、報告しておきます。それでは、提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第８１号令和５年度あさぎり町一般会計予算。令和５年度あさぎり
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町の一般会計予算は次に定めるところによる。歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳

入歳出それぞれ１２３億６,２８０万飛び９,０００円と定める。議案第８２号令和５年度あさぎ

り町国民健康保険特別会計予算。令和５年度あさぎり町の国民健康保険特別会計の予算は、次に

定めるところによる。歳入歳出予算第１条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２１億８,４０

０飛び１万４,０００円と定める。議案第８３号令和５年度あさぎり町後期高齢者医療特別会計予

算。令和５年度あさぎり町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入

歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億５,０００飛び７３万９,０００円

と定める。議案第８４号令和５年度あさぎり町介護保険特別会計予算。令和５年度あさぎり町の

介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総

額は歳入歳出それぞれ１９億６,４２４万４,０００円と定める。議案第８５号令和５年度あさぎ

り町水道事業会計予算。第１条、令和５年度あさぎり町水上水道事業会計の予算は次に定めると

ころによる。議案第８６号令和５年度あさぎり町下水道事業会計予算。第１条、令和５年度あさ

ぎり町下水道事業会計予算は次に定めるところによる。議案第８７号令和５年度球磨郡障害認定

審査事業特別会計予算。令和５年度球磨郡障害認定審査事業特別会計予算は次に定めるところに

よる。歳入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６９３万５,０００円と定め

る。議案第８８号令和５年度球磨郡介護認定審査事業特別会計予算。令和５年度球磨郡介護認定

審査事業特別会計の予算は次に定めるところによる。歳入歳出予算第１条歳入歳出予算の総額は

歳入歳出それぞれ１億飛び５７５万４,０００円と定める。以上提案いたしますので、よろしくお

願い申し上げます。 

◎副議長（森岡 勉君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会いたします。 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。お疲れさまでした。 

 

    午後４時３８分  散 会 


